
消費税法等の改正

はじめに

　令和 8年度税制改正においては、国境を越えた
電子商取引として行われる物品販売について国内
外の事業者間の競争条件の公平性と適正な課税の
確保を図るため、少額輸入貨物に対する免税制度
の対象となる取引について、その販売者に消費税
の納税義務を課す制度が導入されるとともに、販
売者がプラットフォームを通じて物品販売を行う
場合に、一定のプラットフォーム事業者にその物
品販売に係る納税義務を転換するプラットフォー
ム課税制度が創設されました。また、適格請求書
等保存方式（インボイス制度）の導入に係る経過
措置として設けられている適格請求書発行事業者
となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過
措置（いわゆる「 2 割特例」）及び適格請求書発
行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税
額控除に関する経過措置（いわゆる「 8割控除・
5 割控除」）の見直しが行われたほか、所要の改
正が行われています。
　本稿の改正内容を含む「所得税法等の一部を改
正する法律」（令和 8 年法律第12号。以下「改正
法」といいます。）は、令和 8 年 3 月13日に衆議
院において可決された後、同月31日に参議院本会
議で可決・成立し、同日に公布されています。ま
た、関係政省令等もそれぞれ次のとおり公布され
ています。
・　消費税法施行令の一部を改正する政令（令和
8 年政令第96号。以下「改正消令」といいま
す。）

・　租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
（令和 8年政令第98号）
・　消費税法施行令等の一部を改正する政令の一
部を改正する政令（令和 8年政令第108号）
・　消費税法施行規則等の一部を改正する省令
（令和 8 年財務省令第19号。以下「改正消規」
といいます。）
・　租税特別措置法施行規則等の一部を改正する
省令（令和 8年財務省令第21号）
・　消費税法施行令第 2条の 4第 2項の規定に基
づき、財務大臣の定める基準を定める件の一部
を改正する件（令和 8年財務省告示第91号）
・　消費税法施行令第50条第 3項、第54条第 5項、
第58条の 2第 3項、第58条の 3第 3項、第70条
の13第 2 項及び第71条第 5項並びに消費税法施
行規則第 5条第 3項、第16条第 3項及び第26条
の 7第 4項の規定に基づき、これらの規定に規
定する保存の方法を定める件の一部を改正する
件（令和 8年財務省告示第92号）
・　消費税法施行規則第 5条第 1項第 1号の規定
に基づき国税庁長官が指定する書類を定める件
（令和 8年国税庁告示第 1号）
・　消費税法施行令第49条第 1項第 1号に規定す
る国税庁長官が指定する者を定める件の一部を
改正する件（令和 8年国税庁告示第 2号）
・　消費税法施行令第14条の 4の規定に基づき内
閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障
害者用物品及びその修理の一部を改正する件
（令和 8年内閣府・厚生労働省告示第 1号）
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一　国境を越えた電子商取引に係る消費税制度の見直し

1 　改正の背景

　消費者向けに行われる物品販売に係る電子商取
引（E-Commerce：以下単に「EC」といいま
す。）は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響
で2020年に「巣ごもり需要」として急激に拡大し
ました。総務省の「家計消費状況調査結果の概況

（2016～2024年）」によれば、ネットショッピング
の利用は足下でも増加しており、令和 6年（2024
年）の国内におけるネットショッピングの 1か月
平均支出額は平成30年（2018年）の約 2倍となっ
ています。利用世帯の割合も過去10年で倍増して
おり、ECが生活に浸透している状況となってい
ます。

　また、経済産業省「令和 6年度デジタル取引環
境整備事業（電子商取引に関する市場調査）」に
よると、「世界の越境 EC市場規模」は、2024年
の1.01兆 US ドルから2034年には6.72兆 US ドル
にまで拡大すると予測されています。2025年から
2034年の年平均成長率は約23.1％と推計され、
ECの市場規模はますます拡大し続けていくと見
られています。
　こうしたECの市場規模拡大は、近年の我が国
においては特に海外からの輸入を伴う EC 取引
（以下「越境 EC」といいます。）において顕著で
あり、令和 6 年の輸入許可件数は約1.9億件とな

っており、コロナ禍前（令和元年）の約4.1倍と
大幅に増加しています。中でも、関税・消費税の
少額免税制度（詳細は「 2 　改正前の制度の概
要」をご参照ください。）が適用される貨物、す
なわち、課税価格の合計額が 1万円以下（注）の
少額貨物の増加が著しく、令和 6年におけるその
割合は全輸入許可件数の約 9割を占めています。
（注）　個人的な使用に供される貨物については、課

税価格を海外小売価格に0.6を乗じた価格とする

「課税価格決定の特例」が設けられており、これ

により販売価格16,666円までの貨物が少額免税制

度の対象となります。
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（出所）　財務省　急増する少額輸入貨物への対応に関するワーキンググループ「中間とりまとめ」（令和 7年11月）
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資料：�総務省�
「2016~2024年 家計消費状況調査結果の概況」
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　この消費税（及び関税）が免除される課税価格
の合計額が 1万円以下の少額貨物については、越
境ECが急激に拡大したことにより、国内で消費
税を納付して取引を行う国内の事業者と、免税の
適用を受ける国外の事業者との間における競争条
件の不均衡が課題として顕在化してきました。
（参考）　上記の「課税価格決定の特例」についても、

後述する「急増する少額輸入貨物への対応に

関するワーキンググループ」の「中間とりま

とめ」において、国外事業者と国内事業者と

の競争上の不均衡が生じていると指摘されて

いました。

　また、プラットフォーム事業者の運営する EC
サイトで商品を販売するために出店する事業者
（以下「販売事業者」といいます。）があらかじめ
プラットフォーム事業者の管理する国内倉庫に一
旦商品を納入し、販売後の決済や配送等について
も一貫してプラットフォーム事業者が請け負う、
いわゆるフルフィルメントサービスを用いた販売
形態も急速に拡大してきています。こうした取引

は、プラットフォーム事業者は取引の仲介を行う
のみであり、消費税法上は販売事業者自身が国内
において行う資産の譲渡等に該当します。このた
め、販売事業者が国外事業者か否かにかかわらず、
消費税の納税義務が生じることとなりますが、国
内に拠点のない国外事業者である納税義務者の捕
捉や調査・徴収には自ずと限界があり、適正な課
税の確保に課題がありました。
　さらに、国内の経済団体からも越境ECに係る
課税の在り方について、見直しを求める要望が寄
せられており、こうした状況を受け、政府税制調
査会の下に設置された「経済社会のデジタル化へ
の対応と納税環境整備に関する専門家会合」にお
いて、制度の見直しに向けた議論が開始されるこ
ととなりました（第 1回会合は令和 6年11月13日
開催）。また、令和 7 年度の税制改正プロセスに
おいても越境ECに係る課税の在り方について議
論がなされ、令和 7年度与党税制改正大綱第一に
おいては、以下のように記載されたところです。

3．経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し
⑶　経済のグローバル化・デジタル化への対応
　③　国境を越えた電子商取引に係る消費税の適正化
　　�　近年、物品販売に係る国境を越えた電子商取引の市場は急速に拡大しているが、国外事業者による消費
税の無申告や少額輸入貨物に対する免税により、適正な課税や国内外の事業者間の競争上の公平性の確保
に課題が生じている。
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（出所）　財務省　急増する少額輸入貨物への対応に関するワーキンググループ「中間とりまとめ」（令和 7年11月）
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　　�　こうした課題に対応するため、諸外国における制度・執行両面での対応を参考としつつ、事業者間の公
平性や通関実務への影響等を考慮の上、国境を越えた電子商取引に係る適正な消費課税のあり方について
検討を行う。

　その後も同専門家会合（第 2回：令和 7年 5月
13日、第 3回：同年 6月11日）で検討が進められ、
その際には、既に制度を見直したEUや豪州の方
式が取り上げられており、その概要は以下のとお
りです。
EU方式……�150ユーロ以下の少額貨物について、

税務当局に登録（登録は任意）を行
った EC事業者・プラットフォーム
事業者に VAT（付加価値税）の納
税義務を課すこととし、登録のない
事業者からの少額貨物の輸入につい

ては輸入時にVATを課す方式
豪州方式……�一定規模（年間の課税売上高75,000

豪ドル）以上の EC事業者・プラッ
トフォーム事業者に登録義務を課し
た上で、当該登録を受けた事業者に
1,000豪ドル以下の少額貨物に係る
GST（物品サービス税）の納税義務
を課す一方、一定規模未満の事業者
から輸入される少額貨物については、
輸入時のGSTを免税とする方式

（参考）　EU方式と豪州方式の相違点と課題

〇  EU方式と豪州方式の違いとしては、
• 税務当局への登録が任意であるか、一定規模以上の事業者に対する義務であるか、
• 登録のない事業者の少額貨物について、輸入時に課税するかどうか、
の 2つが挙げられる。これらについて、それぞれのメリットと課題を整理すると次のとおり。

（参考）主な国の課税方式
EU方式  … EU加盟国、ノルウェー
豪州方式 … 豪州、NZ、英国、シンガ

ポール、スイス

登録義務
の有無

EU方式（任意） 豪州方式（義務）

輸入時課税
の有無

EU方式（あり） 豪州方式（なし）

〇 輸入時課税と組み合わせることで、円滑な通関確保の
ために登録を行うインセンティブが生じる。※

〇 登録がない場合にも課税されるため、取引間の公平性・
中立性が確保される。

〇 少額貨物を輸入時に課税するという追加的な負担は生
じないため、引き続き円滑な通関が確保される可能性。

〇 販売時課税のみとなるため、消費者の予見可能性に資
する。

〇 二重課税が基本的には生じない。

〇 適正な申告を行わない者の登録を取り消すことができ
るため、輸入時課税との組み合わせにより適正な課税
の確保が期待される。

〇 一定規模以上の者を対象とすることで、小規模事業者
や徴税コストへの配慮となる。

〇 一定規模以上の事業者に対して、一律に登録を求める
こととなるため、公平性・中立性に資する。

● 登録義務の閾値次第では、登録事業者の取引との公平
性・中立性が阻害される可能性。

● 納税義務を履行しない国外事業者等に対して、登録の
取消権を行使できない。

● 規模の大きい事業者やプラットフォーム事業者であっ
ても、登録が行われない可能性。

● 通関業者・税関の現場に相当の負荷を生じさせ、円滑
な通関が確保できない可能性。

● 登録義務を履行しない国外事業者等について、いかに
納税を確保するかという執行上の課題がある。

● 登録が任意で、事業者の登録の有無も公表されていな
いため、販売時に課税されるのか、輸入時に課税され
るのか、消費者にとって不透明。

● 少額免税制度を完全に廃止しているため、登録番号の
連携エラーによる二重課税（販売時・輸入時双方で課税）が
豪州方式よりも生じやすい。

※　EUにおいては、特定の国で登録することで、すべての加盟国分の申告をワ
ンストップで行うことが可能。そうした点での登録のインセンティブも存在。

EU方式と豪州方式とのメリットと課題について 少額貨物関係

（出所）�　第 2 回　経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合（令和 7 年 5 月13日）財
務省説明資料（抄）
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　こうした諸外国の制度を踏まえて、同専門家会
合では、通関事務への影響や国外事業者に対する
適正な課税の確保等の観点から、様々な意見が示

されました。これらの意見を項目別に整理すると、
以下のとおりです。

1．フルフィルメントサービスを利用する国外事業者による消費税の無申告への対応
　●�　フルフィルメントサービスに関し、デジタルサービスと同様、物品販売についてもプラットフォーム事
業者に納税義務を転換すべきでないか。

2．少額輸入貨物に対する消費税の免税制度への対応
　●�　諸外国においては、少額免税制度の見直しが先行して進んでいる状況にあり、各国の状況等も参考にし
ながら少額免税制度の見直しを進めてほしい。

　●�　海外事業者による格安な越境ECが非常に伸びているが、このビジネスモデル自体が少額免税制度を利
用したもの。国内事業者との競争においてアンフェアな状況であり、国内外の事業者間におけるイコール
フッティングを確保するため、迅速に対応する必要。

（検討の方向性）
①　課税方式について
　●　通関現場の負担を踏まえると、豪州方式を採用せざるを得ないと思う。
　●�　課税の公平性の観点から、中長期的にはEU方式も考えられるかもしれないが、通関の現場が対応でき
ないのは明らかなので、当面は豪州方式を採用するのが良いのではないか。

②　国外事業者への執行について
　●　豪州方式を採用する場合、国外事業者が納税義務を履行しない場合に対処する方策が必要。
　●　国外事業者の国税当局への登録に関し、任意・義務に関わらず、登録を促していくことが重要。
3．上記 1、 2に共通した意見
　●�　「フルフィルメントサービスにおける国外事業者の無申告」と「少額免税制度」への対応は、国外事業
者がどちらかに流れることがないよう、同時に対応すべきでないか。

　●�　検討に当たっては、通関業務がいたずらに遅れること、徴税コストが上がってしまうことのないような
バランス感が必要。

　●　越境ECを利用したBtoBの仕入れもあると認識しており、検討する上で意識してほしい。

（出所）�　第 3 回　経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合（令和 7 年 6 月11日）財
務省説明資料に基づき作成

　また、こうした越境ECを通じて輸入される貨
物の急増は、世界各国で見られており、様々な課
題を各国にもたらしています。令和 7年 5月に開
催されたG 7 財務大臣・中央銀行総裁会議におい
ては、少額の貨物の大幅な増加が続く中で、通関
実務や関税及び租税の徴収に与える悪影響、その
他のリスクへの対応策を模索する方向で認識を共
有している旨が示されました。
（参考）　G 7 財務大臣・中央銀行総裁声明仮訳（抄）

（2025年 5 月22日、カナダ・バンフ）

　我々は、我々の経済に分散的な形で輸送さ

れる国際的な少額貨物の大幅な増加、及びこ

れが税関管理や関税及び租税の徴収インフラ

を圧倒し、悪用する可能性があると認識する。

我々は、違法薬物取引、誤分類、税収の漏れ、

国内小売業者にとっての不公平、大量の廃棄

物が発生する可能性があると集団として認識

する。我々は、少額貨物の輸入に関するこれ

らのリスクに対処し得る方法を探求すること

にコミットする。

　我が国においても、これらの輸入増大による影
響を分析し、現在生じている、あるいは今後生じ
うる課題への対応の方向性を検討することが必要
であるとの観点から、令和 7年 6月に、関税・外
国為替等審議会 関税分科会の下に「急増する少
額輸入貨物への対応に関するワーキンググルー
プ」が立ち上げられ、消費税の少額免税制度の見
直しに伴う運用上の課題を含め、「水際取締り上
の課題」、「輸入貨物への課税制度上の課題」につ
いて、それぞれ議論が行われました。
　同ワーキンググループでは、上記のとおり、
EUや豪州のいずれの方式においても税務当局に
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登録を行ったEC事業者やプラットフォーム事業
者に対して少額の貨物に係る付加価値税等の納税
義務を課す制度が導入されているところ、我が国
においても同様の制度が導入された場合には、同
一の少額貨物に対して販売時に課税されるパター
ンと輸入申告時に課税されるパターンの 2つの類
型が生じることが指摘されました。これを受け、
適正な納税・課税を実現する観点から、輸入申告
時に課税される貨物か否かを、通関業者及び税関
が適切に識別できる仕組みが必要であるなどの認
識が示されました。
　この点、同ワーキンググループにおいて取りま
とめられた「中間とりまとめ」（令和 7 年11月）
では、以下の対応策が示されています。

◆�　輸入申告項目への「プラットフォーム事業者等
の番号」及び「販売時における課税の有無」の追
加

◆�　NACCS（輸出入・港湾関連情報処理システム）
や通関業者をはじめとした民間事業者の自社シス
テムへ与える影響を踏まえた準備期間の確保

◆�　財務省関税局・税関から通関業者・輸入者に対
する十分な事前説明の実施

　このように、越境ECに係る課題については、
税制面のみならず、通関行政・実務を含む幅広い
分野にわたり専門的な検討が行われてきました。
そして、令和 ８年度税制改正プロセスにおいて、
経済産業省から国境を越えたEC取引に係る消費
課税の在り方の検討について税制改正要望が提出
され、与党税制調査会における議論を経て、EC
取引に係る消費税制度の見直しについては、令和
8年度税制改正により対応することとされました。

2 　改正前の制度の概要

⑴　国内取引に係る消費税の課税対象
　消費税の課税対象は、次のとおりとされてい
ます（消法 4①②）。
①　国内において事業者が行った資産の譲渡等
（販売時に課税）
②　保税地域からの外国貨物の引取り（輸入時
に課税）

（注）　リバースチャージとして課税の対象とされ

る「特定仕入れ」については、ここでは省略

しています。

　上記①については、
・　国内において行われること
・　事業者が行うものであること
・　資産の譲渡等であること
が要件とされています。この「資産の譲渡等」
とは、事業として対価を得て行われる資産の譲
渡及び貸付け並びに役務の提供をいいます（消
法 2①八）。
　この「資産の譲渡等」が「国内」において行
われたかどうかを判定するための基準を内外判
定基準といいます。このうち「資産の譲渡」に
ついては、「当該譲渡…が行われる時において
当該資産が所在していた場所」によって判定を
行うこととされています（消法 4③一）。
　そのため、海外からの輸入を伴う越境ECに
ついては、「事業者」が行う「資産の譲渡等」
のうち「資産の譲渡」に該当しますが、その譲
渡が行われる時に当該資産が所在していた場所
は「国内以外の地域」にあり、上記①の課税対
象に該当しないため、不課税取引となります。
　一方、販売事業者が、プラットフォーム事業
者が運営するECサイトで商品を販売するため、
あらかじめプラットフォーム事業者の管理する
国内倉庫に一旦商品を納入して販売を行う、い
わゆるフルフィルメントサービスによる「資産
の譲渡」については、その譲渡が行われる時に
当該資産が所在していた場所は「国内」となる
ため、上記①の課税対象に該当し、課税取引と
なります。これは販売事業者が国外事業者であ
る場合も同様であり、フルフィルメントサービ
スを利用して資産の譲渡等を行う国外事業者に
ついては、原則として消費税の申告納税義務が
生じています。

⑵　輸入に係る消費税の課税対象及び納税義務者
　上記⑴②のとおり、保税地域から引き取られ
る外国貨物は、消費税の課税対象とされ、「外
国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物
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につき、この法律により、消費税を納める義務
がある」と規定されています（消法 5 ②）。こ
の「者」は事業者に限られないため、消費者が
商品を輸入する場合には、当該消費者が消費税
の納税義務者となります。
　また、輸入に係る消費税の申告及び納付は、
関税法における関税の確定方式に応じて、以下
のとおりとされています。
①　関税法において申告納税方式が適用される
貨物（入国者の携帯品や一定の郵便物等を除
く、すべての輸入貨物）……当該貨物を引き
取ろうとする者が次の事項を記載した申告書
を提出し、原則として、当該貨物を引き取る
時までにその消費税額を納付しなければなら
ない（消法47①、50①）
・　当該貨物の品名並びに品名ごとの数量、
課税標準額（注）及び税率
・　課税標準額に対する消費税額
・　その他の事項
（注）　この「課税標準額」は、関税定率法第 4

条から第 4 条の 9 までの規定に準じて算出

した価格（以下「課税価格」といいます。）

に当該貨物に係る消費税以外の内国消費税

及び関税に相当する金額を加算した金額と

されています（消法28④）。なお、個人的な

使用に供される貨物については、関税定率

法第 4 条の 6 第 2 項の規定により、海外小

売価格に0.6を乗じた価格が課税価格となり

ます（この制度を以下「課税価格決定の特

例」といいます。）。

②　関税法において賦課課税方式が適用される
貨物（入国者の携帯品や一定の郵便物等の輸
入貨物）……当該貨物を引き取ろうとする者
は次の事項を記載した申告書を提出し、当該
貨物の引取りの際、税関長がその消費税額を
徴収する（消法47②、50②）
・　当該貨物の品名並びに品名ごとの数量、
課税標準額及び税率
・　その他の事項
　なお、上記①及び②のいずれの申告書につい

ても、関税法の規定による輸入申告に併せて提
出することとされています（輸徴法 6①）。
　また、課税標準となるべき価格が20万円以下
の郵便物については、原則として上記②の賦課
課税方式が適用されることとなりますが、その
場合においては上記②の申告書に係る規定は適
用しない（すなわち、当該申告書を提出しな
い）こととされており、税関長が当該郵便物に
ついて課税処理を行い、当該郵便物に係る消費
税の課税標準及び税額を日本郵便株式会社を経
て書面でその名宛人に通知することとされてい
ます（輸徴法 7①）。

⑶　消費税の少額免税制度
　輸入品については、関税法の規定により関税
が課されるほか、輸入手続が必要であり、また、
内国消費税に関する法令の規定により、内国消
費税が課されることとなります。この場合、関
税の手続と内国消費税の納付手続は同一の税関
長に対して行うこととされているので、納税者
及び税務当局にとって、これらの手続が一元化
されていることが要請されます。このような観
点から、関税法の規定による輸入申告・納税手
続と内国消費税の納税手続の一元化を図るため、
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法
律（昭和30年法律第37号。以下「輸徴法」とい
います。）が定められ、輸入品に対する内国消
費税の確定、納付、徴収及び免除等についての
通則的規定が定められているところです。
　また、関税については、国際慣例、国際礼譲
その他の理由から各種の免税制度が設けられて
おり、関税との一元化を図る観点や内国消費税
の課税の趣旨等を考慮し、関税が免除される一
定のものについては、内国消費税についても輸
徴法において免除することとしています。
　このうち、関税及び消費税の少額免税制度は、
納税者の事務負担の軽減及び税関における円滑
な通関処理を目的として、消費税導入に併せて
平成元年（1989年）に導入されました。具体的
には、課税価格の合計額が 1万円以下の輸入貨
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物について、一部の品目を除き、関税とともに
消費税を免除することとしています（関税定率
法14十八、輸徴法13①一）。
　なお、上記⑵①（注）のとおり、個人的な使
用に供される貨物については、課税価格決定の
特例により、海外小売価格16,666円までの貨物
が上記少額免税制度の対象となります。

⑷　プラットフォーム課税制度
　国外事業者が国内において行う消費者向け電
気通信利用役務の提供（事業者向け電気通信利
用役務の提供以外の電気通信利用役務の提供を
いいます。以下同じです。）がデジタルプラッ
トフォームを介して行われるものであって、そ
の対価について国税庁長官の指定を受けたプラ
ットフォーム事業者（以下「特定プラットフォ
ーム事業者」といいます。）を介して収受する
ものである場合には、当該特定プラットフォー
ム事業者が当該消費者向け電気通信利用役務の
提供を行ったものとみなすこととされており
（消法15の 2 ①）、令和 7年 4月 1日からその適
用が開始されています。
　これにより、国外事業者が行った消費者向け
電気通信利用役務の提供については、契約上の
取引主体である国外事業者ではなく、特定プラ
ットフォーム事業者自身が行ったものとして、
消費税法の規定が適用されることとなります。
　上記の国税庁長官の指定は、プラットフォー
ム事業者のその課税期間において、国外事業者
がその提供するデジタルプラットフォームを介
して国内において行う消費者向け電気通信利用
役務の提供に係る対価の額のうち、当該プラッ
トフォーム事業者を介して収受するものの合計
額が50億円（税込み）を超える場合に行うこと
とされています（消法15の 2 ②前段）。

　特定プラットフォーム事業者として指定を受
けるべき者は、その課税期間に係る確定申告書
の提出期限までに、一定の事項を記載した届出
書をその納税地を所轄する税務署長を経由して
国税庁長官に提出しなければならないこととさ
れています（消法15の 2 ③、消規11の 5 ①）。

3 　改正の内容

⑴　少額免税制度に係る消費税制度の見直し
　広く公平に課税を行うという消費税制度の趣
旨を踏まえると、越境ECが拡大している中、
少額免税制度をこのまま維持することは国内事
業者との競争条件の公平性の観点から問題があ
ると考えられます。ただし、年々輸入申告件
数・金額が増大する中、消費税の少額免税制度
を廃止し、輸入時に課税を行うことは現実的で
はありません。また、EU方式のように、登録
を受けた事業者が販売した貨物には販売時に課
税して輸入時は免税としつつ、登録を受けない
者からの輸入について少額免税制度を適用せず
に輸入時に課税を行うことについても、「経済
社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関
する専門家会合」において指摘されたとおり、
年々増大する貨物を処理する通関業者・税関の
状況を踏まえると、実施は困難と見込まれます。
　そのため、円滑な通関を維持しつつ、国内外
の事業者間における課税の公平性・中立性を確
保する観点から、豪州方式と同様、海外から行
われる通信販売のうち、少額免税制度の対象と
なる取引について、販売時点において販売した
事業者に課税することとし、輸入時における消
費税の少額免税制度（輸徴法13①一）は維持す
ることとされました。
　具体的な見直し内容は以下のとおりです。
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①　特定少額資産の譲渡の定義
　少額免税制度の対象は、輸入時における課
税価格の合計額が 1 万円以下（注）の輸入貨
物となりますが、本制度の対象となる越境
ECとして国内以外の地域から国内に宛てて
通信販売される取引についても、販売時点に
着目すれば、「資産の譲渡等」である「事業
として対価を得て行われる資産の譲渡」に変
わりありません。
（注）　個人的な使用に供される貨物については、

課税価格決定の特例により販売価格16,666

円までの貨物が少額免税制度の対象とされ

てきましたが、本特例についても競争上の

不均衡や不正利用といった課題が顕在化し

ていることを踏まえ、令和10年 3 月末をも

って廃止されることとなりました（旧関税

定率法 4 の 6 ②：関税定率法等の一部を改

正する法律（令和 8 年法律第 5 号）による

改正）。したがって、越境ECに係る消費税

制度の見直しが施行される令和10年 4 月 1

日以後については、輸入時の少額免税制度

の適用においても課税価格の合計額が 1 万

円以下かどうかで判定することとなります。

　そのため、販売時に課税されることとなる
越境ECを「資産の譲渡等のうち、通信販売
の方法による国内以外の地域に所在する資産
（一の資産について対価の額が 1 万円以下で

あり、かつ、国内以外の地域から国内に宛て
て発送されるものに限る。）の譲渡」と定め、
これを「特定少額資産の譲渡」と定義するこ
ととされました（消法 2①八の六）。
（注）　上記の「通信販売の方法」は、関税法施

行令第59条第 1 項第 6 号に規定する「通信

販売」の方法をいうこととされています（消

令 2の 3）。すなわち、関税法の規定に基づ

き輸入申告書に「通信販売貨物」に該当す

るものとして記載しなければならない貨物

が対象となります。

②　特定少額資産の譲渡の内外判定基準
　特定少額資産の譲渡は、国内以外の地域か
ら商品が発送されるため、これまでは、国内
以外の地域に資産の譲渡に係る資産が所在し
ていたものと判定され、「国外取引」として
消費税の課税対象ではありませんでした。そ
のため、特定少額資産の譲渡に係る内外判定
においては、所在地による判定の例外として、
一律に「国内において行われたもの」と消費
税法に位置づけることで、消費税の課税対象
とすることとされました（消法 4③ただし書）。
　これにより、特定少額資産の譲渡が国内取
引、すなわち、事業者が国内において行う資
産の譲渡等として課税されることとなり、そ
の納税義務者は、当該特定少額資産の譲渡を
行った事業者となります（消法 5①）。

消費者
（輸入者）

税務署

納税
義務

EC事業者

改正前 改正後

EC事業者（※ 2）

※ 1　令和 6年の輸入許可件数は約1.9億件であり、うち約 9割が
少額貨物。
※ 2　小規模事業者の事務負担や徴税コストの観点から、国内取
引と同様、売上高1000万円以下の事業者の納税義務は免除する。

消費者
（輸入者）

消費者に輸入消費税の納税義務あり。ただし、円滑な通関
確保の観点から 1万円以下の貨物の輸入は原則として免税。
輸入を伴う通信販売は、国外に所在する資産の販売である
ため、消費税は不課税。

※　 1万円超の貨物は、関税とともに輸入時に消費税が課税
されている。

免税 免税

税関

不課税

税務署 税関

大量に輸入される少額貨物を税関において課税するこ
とは現実的でないため、引き続き輸入消費税は免税。
諸外国や国内取引と同様、販売者に消費税の納税義務
を課し、税務署に納税申告を行うこととする。
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（注）　上記のとおり、特定少額資産の譲渡は国

内において行われる資産の譲渡等に位置づ

けられることから、消費税法の各種規定は、

国内において行われる資産の譲渡等として

適用されることとなります。例えば、事業

者免税点制度の適用に当たっては、特定少

額資産の譲渡を含めた基準期間における課

税売上高が1,000万円超である事業者は、同

制度が適用されず、課税事業者に該当する

こととなります（消法 9①）。

③　特定少額資産の譲渡に係る 1万円の判定
　特定少額資産の譲渡の対象となる 1万円以
下の資産であるかどうかの判定については、
分割発送による租税回避や事業者が販売時点
で課税対象であることを認識できる仕組みと
する必要があることを踏まえて、販売されて
いる資産ごとにその最小単位（単価）で判定
することとされました。そのため、同一の資
産を複数個販売した場合であっても資産一個
ごとに 1万円以下かどうかを判定することと
なりますが、例えば、複数の一の資産により
構成されたものを一の資産として販売してい
る場合には一組又は一そろいごとに、一の資
産の対価を量り売りの方法により定めている
場合にはその計量後の対価の額により、それ
ぞれ判定することとなります（消基通 5－10
－ 2 ）。
　また、この対価の額には、運送に要する費
用など特定少額資産の譲渡に付随して行われ
る資産の譲渡等に係る対価の額は含まれませ
んが、当該資産の譲渡等に係る対価の額が特
定少額資産の譲渡に係る対価の額と明確に区
分されていない場合には、当該資産の譲渡等
に係る対価の額を含めた金額により判定する
こととなります（消基通 5－10－ 3 ）。

⑵　特定少額資産の譲渡に係る輸入免税
　上記⑴のとおり、特定少額資産の譲渡は国内
以外の地域から国内に宛てて発送されるものが
対象とされているため、当該特定少額資産の譲

渡に係る課税貨物については、輸入時において、
保税地域から引き取られる課税貨物にも該当す
ることとなります。ただし、特定少額資産の譲
渡が少額免税制度の 1万円以下という基準を踏
まえて定義されているため、特定少額資産の譲
渡に係る課税貨物は、原則として、消費税の少
額免税制度の対象となり、輸入時に課税される
ことはありません。他方、販売時に 1万円以下
の商品を複数個販売し、これらをまとめた上で、
課税価格の合計額が 1万円超の貨物として輸入
させる場合や販売時に 1万円以下の商品が為替
変動により輸入時に 1万円超となる場合など、
輸入時にも課税される場面が生じ得ることとな
ります。
　こうした二重課税を防止するため、販売時に
課税することとなる課税事業者であることを登
録番号により明らかにする仕組み（特定少額資
産販売事業者登録制度）を設けることとし、こ
の登録を受けた事業者により行われた特定少額
資産の譲渡に係る課税貨物について、輸入時の
消費税を免除することとされました（消法 8の
2 ①）。登録制度の内容や具体的な免税を受け
るための手続等は以下のとおりです。
①　特定少額資産販売事業者登録制度
　上記のとおり、特定少額資産の譲渡に係る
販売時の課税（販売者に対して課税）と輸入
時の課税（輸入者に対して課税）が二重に行
われないよう、既に販売時に課税されたこと
を輸入時に明らかにすることにより免税とす
るための登録制度を設けることとしています
（登録制度の基本的な仕組みは、適格請求書
発行事業者登録制度と同様です。）。
　具体的には、特定少額資産の譲渡を行い、
輸入時に免税の適用を受けて輸入者に輸入さ
せようとする課税事業者は、あらかじめ特定
少額資産販売事業者として税務署長の登録を
受けることができることとされ、当該登録を
受けようとする事業者は、特定少額資産販売
事業者の登録申請書をその納税地を所轄する
税務署長に提出しなければならないこととさ
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れています（消法57の 7 ①②）。また、この
登録申請書を提出する者が特定国外事業者
（国内において行う資産の譲渡等に係る事務
所、事業所その他これらに準ずるものを国内
に有しない国外事業者をいいます。以下同じ
です。）である場合には、税務代理人による
消費税に関する税務代理権限証書及びその他
参考となるべき書類を併せて提出することと
されています（消令70の15、消規26の11）。
　なお、特定少額資産販売事業者登録制度は
課税事業者を対象としていますが、免税事業
者であっても、例えば、次の場合のように、
特定少額資産販売事業者の登録を受けようと
する課税期間において課税事業者となるとき
は、特定少額資産販売事業者の登録申請書を
提出することが可能です（消基通 1－ 9－ 1）。
・　免税事業者である事業者が、基準期間に
おける課税売上高が1,000万円超であるこ
とにより、翌課税期間から課税事業者とな
る場合
・　免税事業者である事業者が、課税事業者
選択届出書を提出し、課税事業者となるこ
とを選択する場合
　ところで、適格請求書発行事業者登録制度
においては、一定の期日までに申請書を提出
することによって、免税事業者が課税事業者
となる課税期間の初日に遡って登録を受ける
ことができるなどの遡及規定が設けられてい
ますが、特定少額資産販売事業者の登録制度
においては、こうした規定が設けられていま
せん。これは、適格請求書発行事業者登録制
度については、多少の期間を遡ったとしても、
取引相手に対して事後的に適格請求書を交付
することは実務上可能ですが、特定少額資産
販売事業者登録制度については、既に引き取
られた課税貨物について、事後的に輸入時の
消費税を免除することとなれば、通関事務に
混乱を来たすこととなり、円滑な通関に支障
が生じかねないことを考慮したものです。

（参考）　適格請求書発行事業者登録制度との関

係

　特定少額資産の譲渡は、国内において

行われる資産の譲渡等に該当するため、

その販売先（輸入者）が事業者の場合には、

当該事業者から仕入税額控除のために必

要な適格請求書又は適格簡易請求書（以

下「適格請求書等」といいます。）の交付

を求められることが想定されます。他方、

特定少額資産販売事業者の登録は、特定

少額資産の譲渡に係る課税貨物について

特定少額資産の譲渡に係る輸入免税の適

用を受けて輸入させるために受けるもの

であり、適格請求書等を交付するために

受ける適格請求書発行事業者の登録とは

性格が異なるため、別々の登録制度とな

っています。このため、特定少額資産販

売事業者が特定少額資産の譲渡その他の

課税資産の譲渡等につき、適格請求書等

を交付しようとする場合には、適格請求

書発行事業者の登録を受ける必要があり

ます（消基通 1 － 9 － 2）。なお、特定少

額資産の譲渡は、インターネットを通じ

て通信販売の方法により不特定かつ多数

の者に対して行うことが予定されている

ものと考えられるため、基本的に適格簡

易請求書が交付できる事業に該当するこ

ととなります（消法57の ４ ②、消令70の

11）。

　なお、税務署長は、特定少額資産販売事業
者の登録申請書を提出した事業者の区分に応
じて、それぞれ次に掲げる事実があると認め
られる場合には、その登録を拒否することが
できることとされています（消法57の 7 ⑤）。
イ　特定国外事業者以外の事業者
ⅰ　当該事業者（国税通則法第117条第 1
項（納税管理人）の規定の適用を受ける
者に限ります。）が納税管理人の届出を
していないこと。
ⅱ　当該事業者が、後述の③イⅵの事実に
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該当することにより、その登録の取消し
をされた日から 1年を経過しない者であ
ること。
ⅲ　当該事業者が、消費税法の規定に違反
して罰金以上の刑に処せられ、その執行
を終わり、又は執行を受けることがなく
なった日から 2年を経過しない者である
こと。

ロ　特定国外事業者
ⅰ　消費税に関する税務代理の権限を有す
る税務代理人がないこと。
ⅱ　当該事業者が納税管理人の届出をして
いないこと。
ⅲ　現に国税の滞納があり、かつ、その滞
納額の徴収が著しく困難であること。
ⅳ　当該事業者が、後述の③ロⅵからⅷま
でのいずれかの事実に該当することによ
り、その登録の取消しをされた日から 1
年を経過しない者であること。
ⅴ　当該事業者が、消費税法の規定に違反
して罰金以上の刑に処せられ、その執行
を終わり、又は執行を受けることがなく
なった日から 2年を経過しない者である
こと。

②　特定少額資産販売事業者登録簿関係
　税務署長が特定少額資産販売事業者の登録
を行う際に、「特定少額資産販売事業者登録
簿」に次に掲げる事項を登載することとされ
ました（消法57の 7 ④前段、消令70の16①）。
イ　氏名又は名称及び登録番号
ロ　登録年月日
ハ　法人（人格のない社団等を除きます。）
については本店又は主たる事務所の所在地
ニ　特定国外事業者以外の国外事業者につい
ては国内において行う資産の譲渡等に係る
事務所、事業所その他これらに準ずるもの
の所在地
　この特定少額資産販売事業者登録簿に登載
された事項の公表方法については、インター
ネットを利用して公衆の閲覧に供する方法に

より行うこととされました（消法57の 7 ④後
段、消令70の16②）。
　この特定少額資産販売事業者の登録は、上
記ロの登録年月日からその効力を有すること
となります。したがって、登録年月日以後に
行う特定少額資産の譲渡について輸入時の免
税対象となります（消基通 1－ 9－ 4）。
③　特定少額資産販売事業者の取消し関係
　税務署長は、特定少額資産販売事業者の区
分に応じて、それぞれ次に掲げる事実に該当
すると認めるときは、特定少額資産販売事業
者の登録を取り消すことができることとされ
ました（消法57の 7 ⑥）。
イ　特定国外事業者以外の事業者である特定
少額資産販売事業者
ⅰ　当該特定少額資産販売事業者が 1年以
上所在不明であること。
ⅱ　当該特定少額資産販売事業者が事業を
廃止したと認められること。
ⅲ　当該特定少額資産販売事業者（個人事
業者に限ります。）が死亡したと認めら
れること。
ⅳ　当該特定少額資産販売事業者（法人に
限ります。）が合併により消滅したと認
められること。
ⅴ　当該特定少額資産販売事業者（国税通
則法第117条第 1 項の規定の適用を受け
る者に限ります。）が納税管理人の届出
をしていないこと。
ⅵ　当該特定少額資産販売事業者が、特定
少額資産の譲渡に係る資産以外の資産に
ついて、特定少額資産販売事業者により
行われた特定少額資産の譲渡と誤認され
るおそれのある表示をした仕入書等（仕
入書その他の書類をいいます。以下同じ
です。）の交付等をしたと認められるこ
と。
ⅶ　当該特定少額資産販売事業者が消費税
法の規定に違反して罰金以上の刑に処せ
られたこと。
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ⅷ　税務署長により登録が拒否される事項
について、虚偽の記載をして登録申請書
を提出し、その申請に基づき登録を受け
た者であること。

ロ　特定国外事業者である特定少額資産販売
事業者
ⅰ　当該特定少額資産販売事業者が事業を
廃止したと認められること。
ⅱ　当該特定少額資産販売事業者（個人事
業者に限ります。）が死亡したと認めら
れること。
ⅲ　当該特定少額資産販売事業者（法人に
限ります。）が合併により消滅したと認
められること。
ⅳ　当該特定少額資産販売事業者の申告書
の提出期限までに、当該申告書に係る消
費税に関する税務代理の権限を有するこ
とを証する書面が提出されていないこと。
ⅴ　当該特定少額資産販売事業者（国税通
則法第117条第 1 項の規定の適用を受け
る者に限ります。）が納税管理人の届出
をしていないこと。
ⅵ　当該特定少額資産販売事業者が、特定
少額資産の譲渡に係る資産以外の資産に
ついて、特定少額資産販売事業者により
行われた特定少額資産の譲渡と誤認され
るおそれのある表示をした仕入書等の交
付等をしたと認められること。
ⅶ　消費税につき期限内申告書の提出がな
かった場合において、当該提出がなかっ
たことについて正当な理由がないと認め
られること。
ⅷ　現に国税の滞納があり、かつ、その滞
納額の徴収が著しく困難であること。
ⅸ　当該特定少額資産販売事業者が消費税
法の規定に違反して罰金以上の刑に処せ
られたこと。
ⅹ　税務署長により登録が拒否される事項
について、虚偽の記載をして登録申請書

を提出し、その申請に基づき登録を受け
た者であること。

　上記イⅲ及びロⅱのとおり、税務署長は、
特定少額資産販売事業者が死亡した場合には、
その登録を取り消すこととされています。適
格請求書発行事業者登録制度においても、適
格請求書発行事業者が死亡した場合に、その
登録が取り消されることとなりますが、同制
度においては、相続により適格請求書発行事
業者の事業を承継した相続人によるみなし登
録期間が設定されています（消法57の 3 ）。
他方、特定少額資産販売事業者登録制度にお
いてはこうした規定が設けられていません。
これは、適格請求書発行事業者登録制度にお
いては、相続による不測の事態に対して取引
先への影響が及ばないようにする必要がある
一方、特定少額資産販売事業者登録制度はあ
くまで二重課税防止のための措置であり、相
続人が課税事業者でなければこうした二重課
税は生じないため、あえて課税事業者を強制
させる仕組みを設ける必要がないこと等を考
慮したものです。
④　特定少額資産販売事業者の事業者免税点制
度の適用関係
　上記①のとおり、特定少額資産販売事業者
登録制度は、課税事業者による販売時と輸入
時における二重課税を防止するための仕組み
であるため、特定少額資産販売事業者につい
ては、事業者免税点制度は適用しないことと
されています。
　そのため、基準期間における課税売上高が
1,000万円以下である特定少額資産販売事業
者が免税事業者となるためには、その適用を
受けようとする課税期間の初日から起算して
15日前の日までに、特定少額資産販売事業者
の登録の取消しを求める旨の届出書を提出し、
登録の取消しを受けることが必要となります
（消法57の 7 ⑩一、消令70の16③、消基通 1
－ 4－ 1の 3）。
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⑤　特定少額資産販売事業者の登録等に関する
経過措置関係
　後述「 4 　適用関係」のとおり、越境 EC
に係る消費税制度の見直しは令和10年 4 月 1
日が施行日とされており、その施行日前にお
いても事前に登録手続を可能とする経過措置
が設けられています。具体的には、特定少額
資産販売事業者の登録を受けようとする事業
者は、令和 9年10月 1 日から登録申請書を提
出することができることとされています（改
正法附則 1七ト、21①）。
　なお、上記①のとおり、特定少額資産販売
事業者の登録は、課税事業者のみが受けるこ
とができることとされていますが、越境 EC
に係る消費税制度の見直しが行われるまでの
間は、特定少額資産の譲渡は販売時の課税対
象外であり、特定少額資産の譲渡のみを行う
事業者は原則として免税事業者となるため、
本経過措置により登録申請を行う場合には、
免税事業者でも申請可能とされています。そ
のため、事前に登録申請を行った免税事業者
が令和10年 4 月 1 日に特定少額資産販売事業
者の登録を受けた場合には、同日から事業者
免税点制度の適用がないこととされています
（改正法附則21④）。
⑥　特定少額資産の譲渡に係る輸入免税関係
　上記⑴のとおり、特定少額資産の譲渡に係
る納税義務者は、当該特定少額資産の譲渡を
行った事業者となります。他方、当該特定少
額資産の譲渡に係る課税貨物を保税地域から
引き取る者は、その譲渡を受けた者、すなわ
ち輸入者となります。
　このため、「急増する少額輸入貨物への対
応に関するワーキンググループ」において指
摘されたとおり、輸入申告時に課税される貨
物か否かを、輸入時に適切に識別できる仕組
みとする必要があり、輸入者は、上記⑵の輸
入時の免税を受けるために必要な情報につい
て、特定少額資産販売事業者から提供を受け
ることが不可欠となります。

　上記を踏まえ、特定少額資産の譲渡を行っ
た特定少額資産販売事業者に対し、必要な情
報を輸入者側に提供する義務を課すとともに、
その情報に基づき輸入者が輸入申告時に一定
の手続を行うことで、輸入時の消費税を免除
することとされました。具体的な内容は以下
のとおりです。
イ　特定少額資産販売事業者の義務
　通常、輸入を行う場合、その輸入者は、
関税法第67条に基づき、輸入申告書を提出
し、関税・消費税等を納めた上で、輸入許
可を受け、保税地域から貨物を引き取るこ
ととなります。この輸入申告に当たっては、
税関長は、輸出先から提供される仕入書等、
すなわち輸入インボイス等の提出を求める
権限を有しています（関税法68）。実務上
も、輸入申告書に仕入書等を添付すること
が求められており、こうした仕入書等に基
づいて通関事務が行われる取扱いは、既に
実務として定着しているところです。また、
越境 ECにおいては、ECサイトで商品を
購入した消費者が輸入者に該当することと
なりますが、実際の通関手続については、
その事務を代理、代行する通関業者により
行われることが一般的です。
　こうした通関実務等を踏まえ、販売時に
課税された特定少額資産の譲渡に係る課税
貨物について、輸入者又は通関業者がその
旨を把握できるよう、特定少額資産の譲渡
を行った特定少額資産販売事業者に対して、
当該特定少額資産の譲渡に係る仕入書等
（電磁的記録を含みます。）に次に掲げる事
項の記載を求めるとともに、当該特定少額
資産の譲渡に係る資産を輸入しようとする
者又はその者の輸入申告を代理する通関業
者（以下「輸入者等」といいます。）に対
し、これらの事項を通知しなければならな
いこととされました（消法57の 8 ）。
ⅰ　当該特定少額資産販売事業者の登録番
号
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ⅱ　輸入される資産が特定少額資産の譲渡
に係る資産に該当する旨

ロ　特定少額資産の譲渡に係る輸入免税
　上記イの通知を受けた輸入者等は、その
輸入しようとする課税貨物が特定少額資産
販売事業者の行う特定少額資産の譲渡に係
るものに該当するものであることを、関税
法第67条の規定に基づく輸入申告書に上記
イで通知を受けた上記イⅰ及びⅱの事項を
付記することで明らかにし、この付記を要
件として、その輸入時における消費税を免
除することとされました（消法 8の 2）。
　なお、当該課税貨物が特例申告貨物であ
る場合には、輸入申告書ではなく、特例申
告書に上記事項を付記することとされてい
ます。
ハ　郵便物として輸入される場合の特例
　関税法においては、郵便物の取扱いにつ
いて特則が設けられており、課税標準とな
るべき価格が20万円以下の郵便物について
は、原則として関税法第67条の規定に基づ
く輸入申告の規定は適用しないこととされ
ています（関税法76①）。その上で、税関
長が当該郵便物について課税処理を行い、
当該郵便物に係る関税・消費税の課税標準
及び税額を書面でその名宛人に通知するこ
ととされています（関税法 6の 2①二ロ、
77①、輸徴法 7①）。
　そのため、当該郵便物については、輸入
申告書に基づいた免税手続を行うことがで
きず、郵便物が特定少額資産の譲渡に該当
するか否かを税関における通関事務の中で
判断する必要があります。そこで、郵便物
に係る円滑な通関事務を引き続き維持する
観点から、迅速かつ簡便に特定少額資産の
譲渡に係る輸入免税の適用の有無を判断で
きるようにするため、郵便に関する条約に
基づき当該郵便物に貼付又は添付された税
関告知書に、上記イⅰ及びⅱの事項が付記
されていることを特定少額資産の譲渡に係

る輸入免税の要件とする読替規定が設けら
れました（輸徴法 7⑪）。
ニ　特定少額資産販売事業者が行った特定少
額資産の譲渡と誤認されるおそれのある表
示の禁止関係
　特定少額資産販売事業者の登録番号は、
特定少額資産の譲渡に係る輸入免税の適用
に必要なものですが、この登録番号は、特
定少額資産販売事業者のみではなく、輸入
者や通関業者による通関事務においても活
用されるものとなります。
　そのため、例えば登録番号を持たない者
が他者の登録番号を利用して免税で輸入さ
せるなど、この登録番号が不正に利用され
ないようにするための措置が必要となりま
す。そこで、本来免税対象とならない「特
定少額資産販売事業者が行った特定少額資
産の譲渡に係る資産以外の資産」について、
当該資産の販売や発送などに関与する者は、
当該資産が特定少額資産販売事業者により
行われた特定少額資産の譲渡に係るもので
あると誤認されるおそれのある表示をした
仕入書等を当該資産の輸入者等に交付する
ことや特定少額資産販売事業者の登録番号
又は当該登録番号と誤認されるおそれのあ
る番号及び当該資産が特定少額資産の譲渡
に係るものである旨を当該輸入者等に通知
すること（以下「禁止行為」といいます。）
をしてはならないこととされました（消法
57の 9 ）。
　特定少額資産販売事業者がこうした禁止
行為をしたと認められる場合には、その登
録を取り消すことができることとされ（消
法57の 7 ⑥一へ、二へ）、その取消し後、
1年間は登録を受けることができないこと
とされています（消法57の 7 ⑤一ロ、二
ニ）。また、当該禁止行為をした場合には、
いわゆる「秩序犯」として、 1年以下の拘
禁刑又は50万円以下の罰金に処することと
されました（消法65五）。
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　これに伴い、こうした禁止行為に関する
税関職員による消費税の調査に係る質問検
査権の規定が整備されています（通法74の
2 ①四ロ）（質問検査権に関する改正の詳
細については、「国税通則法等の改正」の
「三　その他納税環境整備関係の改正」を
ご参照ください。）。

⑶　特定少額資産の譲渡に係る課税貨物に消費税
が課された場合の税額控除
　上記⑵のとおり、特定少額資産の譲渡に係る
課税貨物については、その輸入時に消費税を免
除することによって、二重課税が生じない仕組
みとされていますが、登録番号等が誤りにより
輸入申告書に付記されなかった場合や特定少額
資産の譲渡を行った事業者が登録をしていない
場合など、販売時・輸入時のそれぞれで消費税
が課され、消費者が二重に負担しなければなら
ない場面も生じ得ることとなります。
　こうした状況に対応するため、課税事業者が
行った特定少額資産の譲渡に係る課税貨物につ
いて、輸入時にも課税された場合には、その課
税された日の属する当該課税事業者の課税期間
における課税標準額に対する消費税額から当該
特定少額資産の譲渡に係る消費税額を控除する
ことができることとされました（消法40①）。
この税額控除に関する規定は、当該課税貨物に
係る消費税法第30条第 9項第 5号に掲げる書類
（輸入許可書等）を保存しない場合には適用し
ないこととされています（消法40②）。
　したがって、この規定の適用を受けようとす
る事業者は、実務上、特定少額資産の譲渡の相
手方から当該特定少額資産の譲渡に係る課税貨
物の輸入許可書等を入手し、それにより控除さ
れる消費税額を、二重に消費税を負担した相手
方に対して返金することになるものと考えられ
ます。また、この規定の適用により、特定少額
資産の譲渡に係る消費税額の控除が行われるこ
とにより調整が図られることになりますので、
その相手方における課税仕入れについては、仕

入税額控除ができないこととされています（消
法40③）。

⑷　特定少額資産の譲渡に係るその他の見直し
①　特定少額資産の譲渡に係る簡易課税制度等
の見直し
　上記⑴のとおり特定少額資産の譲渡は、国
内以外の地域から国内に宛てて発送される資
産の譲渡であるため、その取引の性格上、特
定少額資産の譲渡に係る資産の仕入れやその
在庫を管理するための費用等が国内において
生じることは想定されません。
　一方、簡易課税制度は、売上税額に業種に
応じたみなし仕入率を乗じて、仕入控除税額
を計算する仕組みであるため、基本的に小売
業と考えられる特定少額資産の譲渡について、
そのまま簡易課税制度を適用することとなる
と、国内での仕入れは想定されないにもかか
わらず、売上税額の80％について控除が可能
となり、適当ではありません。
　したがって、特定少額資産の譲渡について
は、その売上げに対応する部分について、簡
易課税制度の適用は認めないこととされまし
た（消法37①）。また、簡易課税制度と同様、
売上税額に一定割合を乗じて仕入税額を算出
する「適格請求書発行事業者となる小規模個
人事業者に係る税額控除に関する経過措置
（いわゆる 3割特例）」についても、同様の趣
旨から、特定少額資産の譲渡の売上げに対応
する部分について、その適用を認めないこと
とされました（平成28年改正法附則51の 3 ①
②）。
（注）　 3 割特例については、後述二の「 1 　適

格請求書発行事業者となる小規模個人事業

者に係る税額控除に関する経過措置」をご

参照ください。

②　法人課税信託に係る見直し
　法人課税信託については、信託の受益者等
ではなく、法人課税信託に係る財産の運用等
を行っている受託者（信託銀行等）が、その
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信託財産に係る資産の譲渡等や課税仕入れ等
を行ったものとされており、その上で、当該
受託者は、受託者の信託財産の運用等以外の
事業（固有事業）と各法人課税信託に係る事
業（受託事業）とを、それぞれ事業ごとに別
の者（以下それぞれの事業が帰属する者を
「固有事業者」及び「受託事業者」といいま
す。）とみなして消費税法の規定を適用する
こととされています（消法15①）。
　ただし、本規定は、あくまで税法の適用関
係を区別するために行うものであり、商取引
上は、受託者の名義で行われることとなります。
　そのため、特定少額資産販売事業者の登録
は、その受託者のいわば本体事業である固有
事業者のみが行えることとされました（消法
15⑪）。その上で、固有事業者が特定少額資
産販売事業者の登録を受けている場合には、
その受託事業者についても特定少額資産販売
事業者の登録を受けたものとみなして消費税
法令の規定を適用することとされ、受託事業
者が行う特定少額資産の譲渡についても、固
有事業者の登録番号を用いて輸入時の免税手

続を行うこととされました（消令28⑭）。
　こうした適用関係は、適格請求書発行事業
者登録制度においても同様とされています。

⑸　資産の譲渡に係るプラットフォーム課税制度
の創設
①　資産の譲渡に係るプラットフォーム課税の
仕組み
　プラットフォーム課税は、プラットフォー
ムを通じて事業者が消費者等に対して行う取
引について、それを仲介するプラットフォー
ム事業者が行ったものとみなすことで、納税
主体を転換する仕組みです。資産の譲渡につ
いても、この仕組みを導入することにより、
執行管轄権等の問題により調査や徴収等が困
難であるフルフィルメントサービスを利用す
る国外事業者や新たに販売時の課税対象とな
る特定少額資産の譲渡を行う事業者等につい
て、適正な課税の確保が図られるとともに、
特定少額資産の譲渡に係る納税事務や通関事
務が全体として軽減されることが期待されま
す。

　具体的には、
イ　国外事業者が国内において行う資産の譲
渡（これに付随して行われる資産の譲渡等

（注）を含むものとし、特定少額資産の譲
渡に該当するものを除きます。）
ロ　事業者が行う特定少額資産の譲渡

販売事業者

納税
義務

納税
義務

転換

第二種PF事業者

国内倉庫

海外直送

国内での物品販売

特定少額資産の譲渡

プラットフォーム課税のイメージ

消費者（輸入者）

消費者

プラットフォームを介して行われる
① 国外事業者による国内での物品販売
② 事業者による特定少額資産の譲渡
をプラットフォーム課税の対象取引とし、これらの合計額が50億円超
のプラットフォーム事業者に納税義務を転換する。
（注）既に導入されているデジタルサービスのプラットフォーム課税についても50億円
超とされている。
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について、これらの資産の譲渡がデジタルプ
ラットフォームを介して行われるものであっ
て、その対価について国税庁長官の指定を受
けたプラットフォーム事業者（以下「第二種
プラットフォーム事業者」といいます。）を
介して収受するものである場合には、当該第
二種プラットフォーム事業者がこれらの資産
の譲渡を行ったものとみなすこととされまし
た（消法15の 3 ①）。
　なお、プラットフォーム課税は、国外事業
者に対する適正な課税の確保を目的としてい
る制度ですが、上記ロの特定少額資産の譲渡
については、販売時の課税の対象として新た
に納税事務を求めるものであることや、通関
事務への影響等を踏まえ、国内の事業者が行
うものも含めて対象とされています。
（注）　上記イの資産の譲渡については、当該資

産を譲渡する際に併せて国内取引として課

税される送料等をプラットフォーム上で収

受する場合があります。そのため、プラッ

トフォーム課税の対象として、その資産の

譲渡に付随して行われる資産の譲渡等も含

むこととされています。例えば、販売する

資産の運送や据付けなど、資産の譲渡に関

して国外事業者が国内において行う資産の

譲渡等で、当該資産の譲渡とともにデジタ

ルプラットフォームを介して行われるもの

が該当することとされています（消基通 5

－10－ 5 ）。

　なお、上記ロの特定少額資産の譲渡につ

いては、これに要する送料等は国内以外の

地域から国内に対して行われるものであり、

基本的に消費税が課税されない取引に該当

するものと考えられるため、付随して行わ

れる資産の譲渡等は含まないこととされて

います。

　これにより、上記イ及びロの資産の譲渡に
ついては、契約上の取引主体である販売事業
者ではなく、第二種プラットフォーム事業者
自身が行ったものとして、消費税法の規定が

適用されることとなります。なお、この見直
しに併せて、消費者向け電気通信利用役務の
提供に係るプラットフォーム課税の指定を受
けたプラットフォーム事業者の名称が「特定
プラットフォーム事業者」から「第一種プラ
ットフォーム事業者」に変更されています
（消法15の 2 ）。
　本制度は、実質的に取引を決済まで含めて
管理しているプラットフォーム事業者の果た
す役割に着目した仕組みであるため、販売事
業者がプラットフォーム事業者を通じてその
対価を収受していることが要件とされていま
す。このため、プラットフォームを介して上
記イ及びロの資産の譲渡を行っているものの、
そのプラットフォーム事業者が決済自体に何
ら関与していないような場合には、プラット
フォーム課税の対象とはなりません。
（注）　第二種プラットフォーム事業者は、販売

事業者の行う資産の譲渡を自らが行う資産

の譲渡とみなして消費税の申告・納付を行

うことになりますが、完全かつ網羅的に取

引に関する情報を得られる訳ではありませ

ん。そのため、資産の譲渡に係るプラット

フォーム課税制度を適用するに当たって、

例えば、次に掲げる事項について、それぞ

れ次に掲げる方法のように客観的かつ合理

的な基準に基づいて判定している場合には、

こうした取扱いが認められることとされて

います（消基通 5－10－ 6 ）。

⑴�　デジタルプラットフォームを介して国

内において資産の譲渡（これに付随して

行われる資産の譲渡等を含むものとし、

特定少額資産の譲渡に該当するものを除

きます。⑵において同じです。）を行う事

業者が国外事業者かどうかの判定……当

該事業者が当該デジタルプラットフォー

ムの利用契約等において申し出た本店所

在地により判定する方法

⑵�　資産の譲渡又は特定少額資産の譲渡に

該当するかどうかの判定……当該事業者
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がデジタルプラットフォーム上に登録し

た資産の出荷地及び資産の購入者がデジ

タルプラットフォーム上に登録した配送

先により判定する方法

②　第二種プラットフォーム事業者の指定制度
　プラットフォーム課税制度の安定的な運用
のためには、新たに納税義務が生じることと
なるプラットフォーム事業者のみならず、自
らの納税義務がなくなる販売事業者において
もプラットフォーム課税制度の対象取引であ
るとの認識が共有されることが必要となりま
す。また、プラットフォーム事業者が販売事
業者に代わって納税義務を負うこととなる制
度であることに鑑みれば、プラットフォーム
事業者は、納税義務の適切な履行が期待でき
る税務コンプライアンスや事務処理能力を持
つ一定の者に限定する必要がある一方で、プ
ラットフォーム課税の対象を限定することは、
プラットフォーム事業者間の公平性の観点か
ら問題が生じ得るため、現状行われている取
引の大宗をプラットフォーム課税の対象に取
り込む必要があります。これらを踏まえ、消
費者向け電気通信利用役務の提供に係るプラ
ットフォーム課税制度と同様、一定規模以上
のプラットフォーム事業者を国税庁長官が予
め第二種プラットフォーム事業者として指定
し、それを公表する制度を設けることとされ
ました。
　具体的には、国税庁長官は、プラットフォ
ーム事業者のその課税期間において、販売事
業者がその提供するデジタルプラットフォー
ムを介して行う上記①イ及びロの資産の譲渡
に係る対価の額のうち、当該プラットフォー
ム事業者を介して収受するものの合計額が50
億円（税込み）（注）を超える場合には、当
該プラットフォーム事業者を第二種プラット
フォーム事業者として指定することとされま
した（消法15の 3 ②前段）。
（注）　この金額基準の判定においては、プラッ

トフォーム事業者が他の事業者に提供する

デジタルプラットフォームを用いて自ら行

う資産の譲渡に係る対価の額は含まれませ

ん。

　この指定にあたり、国税庁長官は上記の要
件を満たすプラットフォーム事業者を適時に
把握する必要があることから、要件に該当し
て指定を受けるべき者は、その課税期間に係
る確定申告書の提出期限までに、一定の事項
を記載した届出書をその納税地を所轄する税
務署長を経由して国税庁長官に提出しなけれ
ばならないこととされています（消法15の 3
③、消規11の 6 ①）。なお、この届出がない
場合であっても、国税庁長官が要件に該当し
ていると認める場合には、第二種プラットフ
ォーム事業者として指定することとされてい
ます。
　また、国税庁長官は、第二種プラットフォ
ーム事業者を指定したときは、当該第二種プ
ラットフォーム事業者に対してその旨を通知
するとともに、インターネットを利用して次
の事項を速やかに公表しなければならないこ
ととされています（消法15の 3 ④、消令30④
⑤）。
・　第二種プラットフォーム事業者に係るデ
ジタルプラットフォームの名称
・　第二種プラットフォーム事業者の氏名又
は名称
・　指定の効力が生ずる年月日
　指定が行われた場合には、第二種プラット
フォーム事業者においてプラットフォーム課
税の対象取引について把握し、販売事業者へ
通知する（下記⑤参照）等の一定の準備期間
が必要となるため、上記届出書の提出期限
（提出期限までに届出書の提出がなく指定が
行われた場合には、指定の通知を発した日）
から 6月を経過する日の属する月の翌月の初
日に、その指定の効力が生ずることとされて
います（消法15の 3 ②後段）。
（注）　第二種プラットフォーム事業者の指定制

度に係る経過措置
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　後述「 4 　適用関係」のとおり、越境EC

に係る消費税制度の見直しは、令和10年 4

月 1 日より開始することとされていますが、

円滑に制度を開始するためには、事前に指

定等が行われ、その後に特定少額資産販売

事業者の登録の要否を判断するための期間

が必要となります。

　そのため、指定制度に係る経過措置が設

けられており、具体的には、令和 9 年 1 月

1 日から同年 3 月31日までの間における上

記①イ及びロの対価の額のうちプラットフ

ォーム事業者を介して収受するものの合計

額に 4を乗じて得た金額が50億円（税込み）

を超える場合には、令和 9 年 6 月30日まで

に上記届出書をその納税地を所轄する税務

署長を経由して国税庁長官に提出しなけれ

ばならないこととされています（改正法附

則20②③）。これにより、国税庁長官が指定

を行った場合には、その指定の効力は令和

10年 4 月 1 日に生ずることとされています

（改正法附則20②後段）。

　当該経過措置により、第二種プラットフ

ォーム事業者の指定を受けた事業者は、上

記①ロの特定少額資産の譲渡の有無を踏ま

えて、令和 9 年10月 1 日以後に特定少額資

産販売事業者の登録申請の要否を判断する

こととなります（改正法附則21①）。

③　第二種プラットフォーム事業者の指定の解
除
　プラットフォーム課税は、納税主体を販売
事業者からプラットフォーム事業者に転換す
る仕組みであり、プラットフォーム事業者及
び販売事業者の双方の実務にも大きく影響す
るため、その適用が短期間でなくなったり、
再度生じたりすることのないよう、一定期間
は継続して適用される仕組みが必要となりま
す。そのため、消費者向け電気通信利用役務
の提供に係るプラットフォーム課税と同様、
国税庁長官の指定を受けた第二種プラットフ
ォーム事業者は、 3課税期間連続でプラット

フォーム課税の対象とされる対価の額が50億
円（税込み）以下である場合に限り、その最
終課税期間の申告書の提出期限までに指定解
除の申請書をその納税地を所轄する税務署長
を経由して国税庁長官に提出できることとさ
れています（消法15の 3 ⑦、消規11の 6 ③）。
ただし、適用がなくなる場合においても、一
定の準備期間が必要であるため、この申請に
基づいて国税庁長官が指定を解除した場合に
は、国税庁長官が解除の通知を発した日の翌
日から同日以後 6月を経過する日の属する月
の末日までの間は、引き続き当該事業者を第
二種プラットフォーム事業者とみなしてプラ
ットフォーム課税を適用することとされてい
ます（消法15の 3 ⑨）。また、第二種プラッ
トフォーム事業者が、プラットフォーム課税
の対象となるデジタルプラットフォームに係
る事業の全てを廃止した場合には、その旨を
記載した届出書を、速やかに、その納税地を
所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提
出することとされています（消法15の 3 ⑩、
消規11の 6 ④）。国税庁長官は、当該事業を
廃止したと認める場合、当該第二種プラット
フォーム事業者の指定を解除することとなり
ます（消法15の 3 ⑪）。
　その他、国税庁長官は第二種プラットフォ
ーム事業者が、次の事実に該当すると認める
ときは、第二種プラットフォーム事業者の指
定を解除できることとされています（消法15
の 3 ⑪）。
・　消費税につき期限内申告書の提出がなか
った場合において、当該提出がなかったこ
とについて正当な理由がないと認められる
こと
・　現に国税の滞納があり、かつ、その滞納
額の徴収が著しく困難であること
・　上記のほか、消費税の徴収の確保に支障
があると認められること

④　合併等があった場合
　第二種プラットフォーム事業者の事業につ
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いて組織再編による事業の承継等があった場
合には、その指定が自動的に引き継がれる仕
組みが必要です。このため、消費者向け電気
通信利用役務の提供に係るプラットフォーム
課税と同様、第二種プラットフォーム事業者
のデジタルプラットフォームに係る事業を合
併若しくは分割により承継した合併法人若し
くは分割承継法人又は当該事業を譲り受けた
事業者（第二種プラットフォーム事業者を除
きます。以下「合併法人等」といいます。）
は、その合併若しくは分割又は譲受けがあっ
た日に第二種プラットフォーム事業者として
の指定を受けたものとみなされます（消令30
①）。また、上記の合併等の事実を税務当局
が把握し、公表等を行うため、合併法人等は
その合併若しくは分割又は譲受けの日後遅滞
なく、その納税地を所轄する税務署長を経由
して国税庁長官に届け出なければならないこ
ととされています（消令30②、消規11の 6 ①）。
　なお、分割や事業譲渡があった場合につい
て、元の第二種プラットフォーム事業者がプ
ラットフォーム事業の一部を引き続き行うこ
とも想定されるため、元の第二種プラットフ
ォーム事業者の指定については自動的に取り
消されるわけではありません。プラットフォ
ーム課税の対象となる事業の全部廃止や金額
要件（ 3課税期間連続でプラットフォーム課
税の対象とされる対価の額が50億円以下）に
該当する場合に、申請等に基づいて指定の解
除を受けることとなります。
⑤　第二種プラットフォーム事業者の義務
　第二種プラットフォーム事業者の指定を受
けた者は、販売事業者に対して、その認識の
共有を図るため、プラットフォーム課税が適
用されることとなる旨及び適用されることと
なる年月日を速やかに通知する義務が課され
ており（消法15の 3 ⑤）、第二種プラットフ
ォーム事業者の指定が解除される場合につい
ても同様に通知義務が課されています（消法
15の 3 ⑬）。

　また、第二種プラットフォーム事業者につ
いては、事業者免税点制度及び簡易課税制度
の適用を受けられないこととされているため
（消法15の 3 ⑭）、プラットフォーム課税が適
用される課税期間については、本則課税で申
告を行うこととなります。その際、確定申告
書においては特にプラットフォーム課税対象
か否かを区分して記載する必要はありません
が、別途、プラットフォーム課税の適用を受
ける対価の額及びその明細を記載した明細書
を添付することとされています（消法15の 3
⑯、消規11の 6 ⑤）。
⑥　第二種プラットフォーム事業者による特定
少額資産販売事業者等の登録
　第二種プラットフォーム事業者が行ったと
みなされる特定少額資産の譲渡について、当
該特定少額資産の譲渡に係る課税貨物につき、
上記⑵の特定少額資産の譲渡に係る輸入免税
の適用を輸入者等に受けさせるためには、当
該第二種プラットフォーム事業者が特定少額
資産販売事業者の登録を受ける必要がありま
す。
　他方、第二種プラットフォーム事業者が行
ったとみなされる特定少額資産の譲渡に係る
資産を実際に輸入者等に譲渡し、その発送等
を行うのは、当該第二種プラットフォーム事
業者ではなく、販売事業者であることも想定
されます。そのため、上記⑵⑥イの特定少額
資産販売事業者の義務については、当該特定
少額資産の譲渡に係る資産の発送を行う事業
者において行う場合でも、当該第二種プラッ
トフォーム事業者がその義務を履行したもの
として取り扱うこととされています（消基通
1－ 9－ 6）。
　また、第二種プラットフォーム事業者が行
ったとみなされる上記①イ及びロの資産の譲
渡につき、適格請求書等を交付しようとする
場合には、当該第二種プラットフォーム事業
者が適格請求書発行事業者の登録を受ける必
要があります。なお、これらの資産の譲渡は、
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プラットフォームを通じて不特定かつ多数の
者に対して行うことが予定されているものと
考えられるため、基本的に適格簡易請求書が
交付できる事業に該当することとなります。
⑦　販売事業者における仕入税額控除
　プラットフォーム課税により、販売事業者
は上記①イ又はロの資産の譲渡について、そ
の納税主体ではなくなりますが、これらの資
産の譲渡に要した国内における課税仕入れが
あった場合、その課税仕入れに係る消費税額
はその販売事業者が負担したものであること
には変わりがないため、仕入税額控除を行う
ことができることとされています。すなわち、
販売事業者が仕入税額控除の適用にあたり、
個別対応方式（消法30②一）を採用する場合
には、これらの資産の譲渡のための課税仕入
れについては、課税資産の譲渡等にのみ要す
る課税仕入れとして仕入税額控除を適用する
等の所要の措置が設けられています（消令30
③）。
　上記取扱いは、消費者向け電気通信利用役
務の提供に係るプラットフォーム課税におい
ても同様のものが設けられていますが、上記
①イの国外事業者が国内において行う資産の
譲渡については、この取扱いに加え、取引の
性質の違いを踏まえた別途の特例が設けられ
ています。すなわち、当該資産の譲渡は、消
費者向け電気通信利用役務の提供や特定少額
資産の譲渡と異なり、直接的な原価を構成す
る仕入れや付随費用等の課税仕入れが国内に
おいて生ずることが見込まれるため、単にプ
ラットフォーム課税を導入するだけでは、当
該資産の譲渡を行う国外事業者による還付申
告が急増し、国外事業者だけでなく、国税当
局においても大きな負担となりかねません。
そこで、第二種プラットフォーム事業者は、
国外事業者が国内において行った課税仕入れ
及び当該国外事業者が行った課税貨物の保税
地域からの引取りのうち、当該第二種プラッ
トフォーム事業者が行ったものとみなされる

上記①イの資産の譲渡にのみ要するもの
（注）を、あらかじめ当該国外事業者の承諾
を得て、当該第二種プラットフォーム事業者
が行ったものとみなして、課税仕入れに係る
消費税額や課税貨物について課された消費税
額について、仕入税額控除の適用を受けるこ
とができることとされました（消法15の 3 ⑮）。
（注）　この「資産の譲渡にのみ要するもの」と

は、国外事業者が当該資産の譲渡を行うた

めにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例え

ば、当該資産の譲渡に係る資産を保管して

いる国内倉庫における荷役作業や当該資産

に係る課税貨物の保税地域からの引取りが

該当することとなります。なお、当該「資

産の譲渡にのみ要するもの」かどうかの判

定は、課税仕入れを行った日又は課税貨物

を保税地域から引き取った日の状況による

こととなります（消基通 5－10－ 7 ）。

　この仕入税額控除に関する特例の適用を受
けた第二種プラットフォーム事業者は、上記
⑤において添付が求められる確定申告書の明
細書に、その適用を受けた課税仕入れ等の税
額の合計額及びその明細を記載することとさ
れています（消法15の 3 ⑯、消規11の 6 ⑤二）。
　また、この仕入税額控除に関する特例の適
用を受けた課税仕入れ等については、当該課
税仕入れ等を行った国外事業者において、仕
入税額控除の適用はありません（消基通 5－
10－ 8 ）。そのため、本特例の適用の有無を
確認する必要性や上記のとおり還付申告が増
加することを踏まえた措置として、プラット
フォーム課税の適用を受ける上記①イの資産
の譲渡に係る国外事業者が還付申告書を提出
する場合には、当該還付申告書に添付すべき
書類に次に掲げる事項を記載することとされ
ました（消規22③五、六）。
・　当該還付申告書に係る課税期間中に行っ
たプラットフォーム課税の適用を受ける上
記①イ及びロの資産の譲渡の別に区分した
対価の額の合計額及びその明細

─ 844 ─

――消費税法等の改正――



・　当該課税期間中に行った課税貨物の保税
地域からの引取りに係る帳簿に記載すべき
事項その他の当該課税貨物に関する事項

⑹　特定少額資産の譲渡及びプラットフォーム課
税に係る事業者免税点制度に関する経過措置
　事業者免税点制度は、原則として、基準期間
における課税売上高及び特定期間における課税
売上高が1,000万円以下の事業者に適用される
制度ですが、特定少額資産の譲渡に係る課税関
係の見直しや資産の譲渡に係るプラットフォー
ム課税の創設に伴う経過措置が設けられており、
これらの制度が開始する令和10年 4 月 1 日前後
における事業者免税点制度の適用については、
次のとおりとなります。
①　令和10年 4 月 1 日の属する課税期間
　免税事業者については、その課税期間の基
準期間又は特定期間の初日から改正法が施行
されていたものとし、かつ、資産の譲渡に係
るプラットフォーム課税の適用があるものと
して基準期間における課税売上高又は特定期
間における課税売上高を計算し、当該金額が
1,000万円を超えるときは、令和10年 4 月 1
日から、その課税期間の末日までの間に行う
課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについ
ては、事業者免税点制度は適用されないこと
とされています（改正法附則18①）。
　したがって、制度開始前から特定少額資産
の譲渡に該当する資産の譲渡等を行っていた
事業者は、当該特定少額資産の譲渡がプラッ
トフォーム課税の適用を受けることとなるプ
ラットフォームを介して行っているかどうか、
つまり上記⑸②（注）の経過措置に基づき当
該プラットフォーム事業者が指定を受けるか
を含めて、令和10年 4 月 1 日以後の納税義務
の有無を判断する必要があります。具体的に
は、特定少額資産の譲渡については、基準期
間又は特定期間における課税売上高に含める
ことになる一方、当該特定少額資産の譲渡が
第二種プラットフォーム事業者のプラットフ

ォームを介して行われるものである場合には、
当該特定少額資産の譲渡については、基準期
間又は特定期間における課税売上高に含めず
に計算を行うこととなります。また、プラッ
トフォーム事業者を介して特定少額資産の譲
渡等を行う事業者においては、そうしたこと
を踏まえて上記⑵⑤の経過措置に基づく特定
少額資産販売事業者の登録申請の要否につい
ても判断することとなります。
②　令和10年 4 月 2 日以後に開始する課税期間
　その課税期間の基準期間における課税売上
高又は特定期間における課税売上高の計算に
ついては、基準期間の初日又は特定期間の初
日から改正法が施行されていたものとし、か
つ、資産の譲渡に係るプラットフォーム課税
の適用があるものとして、これらの課税売上
高を計算することとされています（改正法附
則18②）。
　本経過措置は、上記①と異なり、課税事業
者も対象とされています。したがって、免税
事業者については、上記①と同様に制度開始
前から特定少額資産の譲渡に該当する資産の
譲渡等を行っていた事業者が課税事業者にな
ることが想定される一方、課税事業者である
国外事業者については、国内において行って
いた資産の譲渡が第二種プラットフォーム事
業者のプラットフォームを介して行われるも
のについて、基準期間又は特定期間における
課税売上高から除外されることとなり、免税
事業者に該当することも想定されるため、留
意が必要です。
（注）　上記①及び②の経過措置については、当

該経過措置の適用を受けて基準期間又は特

定期間における課税売上高を計算すること

につき困難な事情があるときは、これらの

規定にかかわらず、令和 9 年10月 1 日から

同年12月31日までの期間における課税売上

高（令和 9 年10月 1 日から改正法が施行さ

れていたものとし、かつ、資産の譲渡に係

るプラットフォーム課税の適用があるもの
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とした場合の課税売上高をいいます。）を用

いた簡便な方法によって判断することを認

める特例が設けられています（改正法附則

18③④）。なお、本特例を適用できる困難な

事情については、その程度は問いません。

4 　適用関係

　上記 3の改正は、令和10年 4 月 1 日以後に国内
において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後
に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同
日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係

る消費税について適用し、同日前に国内において
事業者が行った資産の譲渡等及び同日前に事業者
が国内において行った課税仕入れ並びに同日前に
保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税に
ついては、なお従前の例によることとされていま
す（改正法附則 1九、17）。
　このほか、前述のとおり、特定少額資産販売事
業者の登録制度や第二種プラットフォーム事業者
の指定制度に係る経過措置等が設けられています。
詳細は、上記 3 ⑵⑤、⑸②（注）及び⑹をご参照
ください。

二　適格請求書等保存方式に係る経過措置の見直し

　適格請求書等保存方式（インボイス制度）につ
いては、その円滑な実施等の観点から、各種の経
過措置が設けられています。令和 8年度税制改正
においては、適格請求書発行事業者となる小規模
事業者に係る税額控除に関する経過措置（いわゆ
る「 2 割特例」）の期限が令和 8 年 9 月30日とさ
れていることや適格請求書発行事業者以外の者か
ら行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過
措置（いわゆる「 8 割控除・ 5 割控除」）の控除
割合の引下げが同年10月 1 日からとされているこ
とを踏まえ、与党税制調査会において様々な観点
から議論が行われ、これらの経過措置について一
定の見直しを行うこととされました。
　令和 8年度与党税制改正大綱においては、イン
ボイス制度の定着に向けた対応として、
　「消費税は、諸外国の付加価値税制度と同様、
価格転嫁を通じて最終的には消費者が負担してお
り、消費者が支払った消費税相当分は、本来、そ
の全てが納税されることが原則であって、一部が
事業者の手元に残ることは、消費者の理解を得ら
れることではない。消費税やインボイス制度のあ
り方を考える上では、国・地方における貴重な社
会保障の財源とされていることや担税者たる消費
者の視点に配意する必要があることに加え、あら
かじめ決められた制度変更の内容に沿って早期に
対応を進めてきた事業者の真摯な努力を無にすれ

ば、税制に対する信頼を損なうこととなりかねな
いことも念頭に置くべきである。」
とされ、こうした基本的考え方を前提としつつ、
インボイス制度導入に係る事業者の事務負担にも
配慮し、制度の社会的な定着をより確実なものと
する観点から、次の見直しを行うこととされまし
た。

1 　適格請求書発行事業者となる小規模個
人事業者に係る税額控除に関する経過措
置

⑴　改正前の制度の概要
　適格請求書等保存方式の下では、原則として、
適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請
求書等の保存がなければ仕入税額控除の適用が
認められません。そのため、適格請求書等保存
方式の施行を契機として、取引先からの求め等
により、免税事業者である小規模な事業者が課
税事業者となることを選択して適格請求書発行
事業者となる場合が想定されます。このような
小規模な事業者について、課税事業者となる場
合の価格転嫁の困難さや事務負担を一定期間に
わたって緩和する等の観点から、免税事業者が
適格請求書発行事業者の登録を受けて課税事業
者となった場合に、適格請求書等保存方式の施
行から 3年間（令和 5年10月 1 日～令和 8年 9
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月30日）、その納付税額を売上税額の 2 割とす
ることができる経過措置（以下「 2割特例」と
いいます。）が設けられています。
　具体的には、適格請求書発行事業者（相続に
より適格請求書発行事業者の事業を承継したこ
とにより、一定期間、適格請求書発行事業者と
みなされる相続人を含みます。以下同じです。）
の令和 5年10月 1 日から令和 8年 9月30日まで
の日の属する各課税期間であって、適格請求書
発行事業者の登録、課税事業者選択届出書の提
出又は消費税法第10条第 1項に規定する相続が
あった場合の納税義務の免除の特例の適用（⑵
において「適格請求書発行事業者の登録等」と
いいます。）がなかったとしたならば免税事業
者となる課税期間については、その納付税額の
計算において、本来の本則課税又は簡易課税制
度により計算される仕入控除税額に代えて、課
税標準額に対する消費税額から売上げに係る対
価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控
除した残額に 8割を乗じて計算した額（特別控
除税額）を、仕入控除税額とすることができる
こととされています（平成28年改正法附則51の
2 ①②）。ただし、次に掲げる課税期間につい
ては、 2割特例を適用できないこととされてい
ます（平成28年改正法附則51の 2 ①一～四）。
①　令和 5年10月 1 日を含む課税期間であって
課税事業者選択届出書の提出により同日前か
ら課税事業者となる課税期間
②　課税事業者選択届出書を提出した事業者が、
その提出をした日の属する課税期間の翌課税
期間の初日から同日以後 2年を経過する日ま
での間に開始した各課税期間中に調整対象固
定資産の仕入れ等を行った場合における、当
該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する
課税期間の翌課税期間から当該調整対象固定
資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日
以後 3年を経過する日の属する課税期間まで
の各課税期間
③　登録開始日の前日までに相続があった場合
に消費税法第10条第 1項の規定により納税義

務が免除されないこととなる課税期間
④　課税期間の特例（消法19①三～四の二、②
④）の適用を受ける課税期間
　 2割特例の適用に当たっては事前の届出は不
要であり、本則課税又は簡易課税制度のいずれ
を選択している場合でも、消費税の確定申告書
にその適用を受ける旨を付記することで、 2割
特例を適用することができます（平成28年改正
法附則51の 2 ③）。
　また、 2割特例の適用を受けるのは小規模な
事業者であるため、その適用後、すなわち 2割
特例の適用を受けなくなる課税期間においては、
簡易課税制度を選択するケースが多くなること
が想定されます。簡易課税制度の適用を受けよ
うとする場合には、原則として、その適用を受
けようとする課税期間の初日の前日までに簡易
課税制度選択届出書を提出する必要があります
が、当該事業者が簡易課税制度への移行に際し
て柔軟に対応できるように配慮する観点から、
2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間
中に当該届出書を提出した場合において、当該
届出書に当該届出書を提出した日の属する課税
期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載
したときは、当該課税期間の初日の前日に当該
届出書を提出したものとみなして、当該課税期
間から簡易課税制度の適用を受けることができ
ることとされています（平成28年改正法附則51
の 2 ⑥）。

⑵　改正の内容
　 2割特例については、消費税の仕組みに慣れ
ていない免税事業者が適格請求書等保存方式の
導入を契機に課税事業者に転換した場合の事務
負担等を緩和するための経過措置として設けら
れているものですが、本経過措置により消費者
が事業者に支払った消費税相当額の一部が納税
されずに事業者の収入となっている面があるほ
か、 2割特例の適用事例の中には、従来から消
費税の課税事業者である法人が新たに法人を設
立して 2割特例を適用させ、グループ全体の消
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費税納付額を圧縮するなど、制度の不適切な利
用と思われる事例もありました。また、法人は、
個人事業者と比較して、複式簿記での記帳や、
より多くの決算書類作成が求められているよう
に、相対的に高い事務処理能力が期待されてい
ると考えられます。
　上記の点や、特に小規模な事業者については、
課税事業者への転換に関し、 2割特例終了後に
おいても、適格請求書等保存方式がさらに定着
するまでの一定期間、事務負担等への配慮を求
める声が寄せられていたことも踏まえ、適格請
求書等保存方式の定着をより確実なものにする
観点から、法人に比べて事務負担への配慮がよ
り必要と考えられる個人事業者については、 2
割特例の終了後さらに 2年間、免税事業者が適
格請求書発行事業者の登録を受けて課税事業者
となっている場合には、その納付税額を売上税
額の 3 割とすることができる経過措置（以下
「 3割特例」といいます。）が設けられました。
　具体的には、個人事業者である適格請求書発
行事業者の令和 9年分及び令和10年分の課税期
間のうち適格請求書発行事業者の登録等がなか
ったとしたならば免税事業者となる課税期間に
ついては、その納付税額の計算において、課税
標準額に対する消費税額から売上げに係る対価
の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除
した残額に 7割を乗じて計算した額（特別控除
税額）を、仕入控除税額とすることができるこ
ととされました（平成28年改正法附則51の 3 ①
②）。ただし、 ３ 割特例においても ２ 割特例と
同様に、上記⑴②～④に掲げる課税期間につい
ては適用できないこととされているほか、事前
届出は不要とされており、消費税の確定申告書
にその適用を受ける旨を付記することにより適
用を受けることができます（平成28年改正法附
則51の 3 ③）。
　また、 3割特例の適用を受けるのは小規模な
個人事業者であることから、その適用終了後に
おいては簡易課税制度を選択するケースが多い
ことが想定されます。そのため、当該個人事業

者が簡易課税制度への移行に際して問題なく対
応できるように配慮する観点から、 3割特例の
適用を受けた課税期間の翌課税期間（以下「特
例対象課税期間」といいます。）の申告期限ま
でに簡易課税制度選択届出書を提出した場合に
おいて、当該届出書に当該特例対象課税期間に
ついて簡易課税制度の適用を受ける旨を記載し
たときは、当該特例対象課税期間の初日の前日
に当該届出書を提出したものとみなして、当該
特例対象課税期間から簡易課税制度の適用を受
けることができることとされました（平成28年
改正法附則51の 3 ⑤）。
（注）　上記の簡易課税制度選択届出書に係る特例

措置については、 2 割特例を適用していた事

業者についても同様の状況にあると考えられ

ることから、その翌課税期間の申告期限まで

に簡易課税制度選択届出書を提出することで、

当該翌課税期間から簡易課税制度を選択する

ことができることとされました（平成28年改

正法附則51の 2 ⑥）。

⑶　適用関係
　上記の改正は、令和 8年10月 1 日から施行さ
れ、上記⑵（注）の改正は、同日以後に終了す
る課税期間に係る届出書から適用されます（改
正法附則 1三、90①）。

2 　適格請求書発行事業者以外の者から行
った課税仕入れに係る税額控除に関する
経過措置

⑴　改正前の制度の概要
　上記 1 ⑴で述べたとおり、適格請求書等保存
方式の下では、原則として、適格請求書等の保
存がなければ仕入税額控除の適用が認められな
いこととされています。そのため、適格請求書
等を交付することができない免税事業者等から
の課税仕入れについては、仕入税額控除ができ
ないこととなりますが、そうした免税事業者等
との取引の影響を一定期間緩和し、免税事業者
が課税事業者（適格請求書発行事業者）となる
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か否かを検討する期間を確保することで、適格
請求書等保存方式を円滑に実施する観点から、
次に掲げる期間内に国内において行った課税仕
入れについては、適格請求書発行事業者以外の
者から行う課税仕入れであっても、一定の記載
をした帳簿及び、所得税法等の一部を改正する
法律（平成28年法律第15号）による改正前の消
費税法、すなわち適格請求書等保存方式が導入
される前の消費税法第30条第 9項に規定する請
求書等で一定の記載事項が追加されたもの（区
分記載請求書等）が保存されていることを要件
として、次のとおり、仕入れに係る消費税額相
当額の一定割合の控除を認めることとする経過
措置が設けられています（平成28年改正法附則
52、53）。
①　令和 5年10月 1 日から令和 8年 9月30日ま
でに行われた課税仕入れ　80％
②　令和 8年10月 1 日から令和11年 9 月30日ま
でに行われた課税仕入れ　50％
　また、本経過措置は、上記のとおり適格請求
書等保存方式の施行に伴い小規模な免税事業者
との取引への影響を緩和するための措置である
ため、そのような免税事業者との間では想定さ
れ難い規模の取引について、本経過措置の適用
が制限されています。具体的には、一の事業者
からの課税仕入れの合計額（税込価額）が個人
事業者のその年又は法人のその事業年度で10億
円を超える場合、その超えた部分の課税仕入れ
については、本経過措置の適用を受けることが
できないこととされています。

⑵　改正の内容
　本経過措置は、適格請求書等保存方式の導入
に伴う免税事業者等との取引の影響を緩和する
ものである一方で、本経過措置により消費者が
事業者に支払った消費税相当額の一部が納税さ

れずに事業者の収入となっている面があり、ま
た、本来配慮が必要な小規模な事業者以外の者
からの仕入れにも適用されることにより、租税
回避等に利用されているという実態がありまし
た。これらの点も踏まえつつ、本経過措置の控
除割合が80％から50％に移行することによる影
響を受ける小規模な事業者の懸念への配慮とし
て更なる激変緩和を図るとともに、着実に縮減
を図る観点から、最終的な適用期限を 2年延長
し、また、令和 8年10月 1 日以後の課税仕入れ
に係る控除の割合について、次のとおり見直す
こととされました（平成28年改正法附則53）。
①　令和 8年10月 1 日から令和10年 9 月30日ま
でに行われた課税仕入れ　70％
②　令和10年10月 1 日から令和12年 9 月30日ま
でに行われた課税仕入れ　50％
③　令和12年10月 1 日から令和13年 9 月30日ま
でに行われた課税仕入れ　30％
　また、上記のとおり、本経過措置が小規模な
事業者以外の事業者による租税回避等にも利用
されている実態が確認されたこと等を踏まえ、
本経過措置が適用できる一の者からの課税仕入
れの合計額の上限について、10億円から 1億円
に引き下げる（注）こととされました（平成28
年改正法附則52、53）。
（注）　当該上限額については、令和 8 年度与党税

制改正大綱において「取引実態等を踏まえ、

今後、更なる引下げについて検討する」こと

とされています。

⑶　適用関係
　上記の改正は、令和 8年10月 1 日から施行さ
れ、上記⑵の一の者からの課税仕入れの合計額
の上限の引下げについては、同日以後に開始す
る課税期間から適用されます（改正法附則 1三、
90③）。
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三　その他の改正

1 　暗号資産の譲渡等に係る課税関係の見
直し

⑴　改正前の制度の概要
　消費税は、国内における消費一般に対して広
く公平に負担を求める税であり、原則として全
ての財貨・サービスの国内における販売、提供
などを課税対象としていますが、支払手段及び
支払手段に類するもの（以下「支払手段等」と
いいます。）の譲渡については、消費に負担を
求めるという税の性格上、課税することになじ
まないものとして非課税とされています（消法
6①、消法別表 2二）。
　暗号資産の譲渡については、上記の支払手段
に類するものの譲渡として消費税が非課税とさ
れています（消令 9 ④）。これは、暗号資産
（当時の名称は仮想通貨）に対する規制導入時
に決済手段としての利用が念頭に置かれ、その
取引に係る業規制が決済関連サービスを提供す
る業者に対するものとして資金決済に関する法
律（平成21年法律第59号）において規定された
ことや、諸外国における取扱いを踏まえて、平
成29年度税制改正において、暗号資産が消費税
法上の支払手段に類するものに位置づけられた
ことによるものです。
　また、課税売上割合は、その課税期間中の国
内における資産の譲渡等の対価の額の合計額の
うちにその課税期間における課税資産の譲渡等
の対価の額の合計額の占める割合をいいますが、
課税売上割合がどの程度であるかということは、
その課税期間における仕入控除税額を算出する
上で重要な要素になっています（消法30⑥）。
この課税売上割合の計算の基礎となる資産の譲
渡等の対価の額については、有価証券の譲渡や
金融取引、支払手段等の譲渡といった取引の特
殊性に鑑み、課税売上割合の計算上の特例が設
けられています。具体的には、有価証券の譲渡

及び金銭債権の譲渡（以下「有価証券の譲渡
等」といいます。）については、その譲渡対価
の 5 ％相当額を資産の譲渡等の対価の額（分
母）に算入することとされており（消令48⑤）、
支払手段等の譲渡については、課税売上割合の
計算に含めないこととされています（消令48②
一）。
（注）　課税売上割合は、その課税期間中に行った

課税仕入れについて課税売上に対応するもの

として按分する際に用いる割合であり、売上

高の構成に応じて、課税仕入れも同様の構成

で発生しているものと擬制する考え方に基づ

いているため、これをそのまま適用すると実

態と乖離するような特殊な取引について、計

算上の特例が設けられています。

　具体的には、有価証券の譲渡等については、
取引の性質上繰り返して売買されることが想定
される一方で、譲渡対価に対応するコスト（課
税仕入れ）は僅少であり、その譲渡対価を全額
分母に算入すると、必要な課税仕入れに係る税
額についても控除制限を受けることとなるため、
課税売上割合の計算上、その譲渡対価の 5％相
当額を資産の譲渡等の対価の額に算入すること
とされています。また、支払手段等の譲渡につ
いては、資産の購入等をするための対価の支払
い、すなわち支払手段等の譲渡（非課税売上）
を一般の非課税売上と同様にその譲渡対価を課
税売上割合の分母に算入することとした場合、
取引の実態が資産の購入等であるにもかかわら
ず、仕入税額控除が制限されてしまうこととな
るため、課税売上割合の計算に含めないことと
されています。

⑵　改正の内容等
　上記⑴で述べたとおり、暗号資産については、
決済手段として資金決済に関する法律に位置づ
けられていますが、近年、暗号資産取引の実態
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としては、一般の経済活動における決済手段と
しての利用は限定的であり、投資対象としての
利用が一層拡大している状況にあります。こう
した状況に鑑み、暗号資産を巡る制度のあり方
について、金融審議会「暗号資産に関するワー
キング・グループ」において議論が行われた結
果、投資対象として暗号資産を取引している利
用者保護の観点から、第221回国会において提
出された金融商品取引法及び資金決済に関する
法律の一部を改正する法律により金融商品取引
法及び資金決済に関する法律が改正され、暗号
資産の取引については、資金決済に関する法律
による規制ではなく、金融商品取引法において
有価証券等の金融商品と並んだ規制を及ぼすこ
ととされました。また、これにあわせて、当該
改正により暗号資産の定義に係る規定も資金決
済に関する法律から金融商品取引法に移すこと
とされました。
　上記のような暗号資産の取引実態の変化や金
融商品取引法において金融商品として有価証券
と並んだ規制を及ぼすこととされたことを踏ま
え、消費税の非課税取引における暗号資産の位
置づけについて、現行の「支払手段に類するも
の」から「有価証券に類するもの」に変更する
こととされました（消法別表 2 二、消令 9 ①）。
これに伴い、暗号資産の譲渡に係る課税売上割
合の計算についても、暗号資産が決済手段では
なく投資対象として利用されているという実態
に鑑み、有価証券の譲渡と同様に、その譲渡対
価の額の 5％相当額を資産の譲渡等の対価の額
（分母）に算入することとされました（消令48
⑤）。
　また、暗号資産の貸付けについても、有価証
券の貸付けが非課税とされていることを踏まえ、
非課税取引の範囲に加えることとされました
（消令10③十一）。
（注）　上記の改正に併せて、近年、国内の事業者

によるいわゆるステーブルコインなどの電子

決済手段（消費税法施行令第 9 条第 1 項第 1

号に規定する電子決済手段をいいます。以下

同じです。）の貸付け取引が開始されている実

態があることから、他の支払手段等の貸付け

が非課税とされていることを踏まえ、電子決

済手段の貸付けについても、消費税を非課税

とすることとされました（消令10③十一）。

⑶　適用関係
　上記の改正は、事業者に一定の準備期間が必
要となることを踏まえ、金融商品取引法及び資
金決済に関する法律の一部を改正する法律の施
行の日（公布の日から起算して 1年を超えない
範囲内において政令で定める日）の属する年の
翌年の 1月 1日（以下「施行日」といいます。）
以後に国内において行う資産の譲渡等及び課税
仕入れについて適用され、施行日前に国内にお
いて事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入
れについては、なお従前の例によることとされ
ています（改正消令附則 3 ①）。また、施行日
前に取得した調整対象固定資産に係る課税売上
割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産
に関する仕入れに係る消費税額の調整（消法
33）について、上記の改正を課税売上割合の変
動に影響させないこととする経過措置のほか、
施行日前に行った暗号資産等の貸付けに係る課
税仕入れの対価の返還等に関する経過措置等、
所要の経過措置が設けられています（改正消令
附則 3）。

2 　特定金属くず買受業者の届出義務の創
設に伴う古物商等特例の見直し

⑴　改正前の制度の概要
　課税仕入れ等に係る消費税額の控除の適用を
受けるためには、原則として、一定の帳簿及び
請求書等の保存が要件とされていますが、請求
書等の交付を受けることが困難な一定の取引に
ついては、請求書等の保存を要せず、帳簿のみ
の保存により仕入税額控除の適用要件を満たす
こととする特例が設けられています（消法30
⑦）。この特例の一つとして、古物商、質屋、
宅地建物取引業者及び再生資源卸売業者等（以
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下「古物商等」といいます。）が、適格請求書
発行事業者以外の者から資産を買い受ける取引
について、帳簿のみの保存により仕入税額控除
を認める、いわゆる「古物商等特例」がありま
す（消令49①一ハ、消規15の 3 ）。
　古物商等特例については、古物、質物、建物
及び再生資源等（再生資源及び再生部品をいい
ます。以下同じです。）が一度消費者によって
消費税を負担した状態で購入された後に中古品
等として再び商流に戻るものであること、また、
古物商等はその仕入れの大部分を消費者等から
行わざるを得ないことから、その仕入れについ
て仕入税額控除が認められない場合には、次の
取引段階において税の累積が生じるといった事
情を踏まえ、措置されているものです。具体的
には、次に掲げる取引に該当する課税仕入れ
（帳簿に次に掲げる取引のいずれかに該当する
旨及び課税仕入れの相手方の住所等（国税庁長
官が指定する者に係るものを除きます。）を記
載している場合に限ります。）について、帳簿
のみの保存により仕入税額控除を認めることと
されています。
①　古物営業法（昭和24年法律第108号）に規
定する古物営業を営む古物商である事業者が、
適格請求書発行事業者以外の者から買い受け
た古物及び古物に準ずるもの（古物商特例）
②　質屋営業法（昭和25年法律第158号）に規
定する質屋営業を営む質屋である事業者が、
適格請求書発行事業者以外の者から所有権を
取得した質物（質屋特例）
③　宅地建物取引業法（昭和27年法律第176
号）に規定する宅地建物取引業を営む宅地建
物取引業者である事業者が、適格請求書発行
事業者以外の者から買い受けた建物（宅地建
物取引業者特例）
④　再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者
から資源の有効な利用の促進に関する法律
（平成 3 年法律第48号）に規定する再生資源
等に係る課税仕入れを行う事業を営む事業者
が、適格請求書発行事業者以外の者から買い

受けた当該再生資源等（再生資源等特例）
（参考）　古物商等特例における「国税庁長官が指

定する者」は、①～③はそれぞれ古物営業

法等により相手方の氏名等が記帳義務の対

象外とされている課税仕入れの相手方、④

は事業者以外の者からの課税仕入れの相手

方とされているため、これらの者から行う

課税仕入れについては、帳簿に住所等の記

載が不要とされています。

　なお、古物商等特例が再度消費者等へ販売さ
れる資産を対象とするものであることを踏まえ、
本特例の対象は、棚卸資産（消耗品に該当する
ものを除きます。）として買い受けるものに限
られます。

⑵　改正の内容
　今般、太陽光発電設備からの銅線ケーブル盗
をはじめとする金属盗が増加していることを踏
まえ、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関
する法律（令和 7年法律第75号。以下「金属盗
対策法」といいます。）が制定されました。同
法においては、特定金属くずの買受業を営もう
とする者に対し、営業所ごとに、氏名又は名称、
住所、営業所の所在地その他国家公安委員会規
則で定める事項を、当該営業所の所在地を管轄
する都道府県公安委員会へ届け出る義務が課さ
れています（金属盗対策法 3①）。
　特定金属くずの買受けは、上記⑴①の古物に
準ずるもの又は④の再生資源等の買受けに該当
するため、現行の古物商特例又は再生資源等特
例の対象となりますが、再生資源等特例につい
ては再生資源等を買い受ける事業者全般に適用
され、金属盗対策法に基づく届出を行っていな
い事業者による買受けについても対象となりま
す。こうした買受けについても古物商等特例の
適用を認めることは、盗難金属の流通抑止を図
る同法の趣旨に照らして適切ではないと考えら
れるため、特定金属くずに係る取引については、
同法に基づく届出を行った特定金属くず買受業
者が行う特定金属くずの仕入れのみが帳簿のみ
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の保存により仕入税額控除を認める特例の対象
とされ、未届出の特定金属くず買受業者が行う
特定金属くずの仕入れについては、古物商等特
例の対象外とされました（消令49①一ハ、消規
15の 3 ）。
　また、帳簿への相手方の住所等の記載を不要
とする「国税庁長官が指定する者」の範囲につ
いて、金属盗対策法第 7条により買受けの相手
方の本人特定事項として住居又は本店若しくは
主たる事務所の所在地の確認を行うこととされ
ている課税仕入れの相手方が除外されました
（令和 8年国税庁告示第 2号）。これにより、同
法により本人確認が求められる相手方について
は、住所等の記載を省略することができなくな
りました。
（注）　特定金属くずとは、当該金属を使用して製

造された物品の窃取を防止する必要性が高い

金属（銅及び政令で定める金属）により構成

されている金属くずをいいます（金属盗対策

法 2 一・三）。なお、同法の施行時点（令和 ８

年 ６ 月 １ 日）において、政令で定める金属は

定められておらず、銅のみが対象とされてい

ます。

⑶　適用関係
　上記の改正は、金属盗対策法の施行の際現に
特定金属くず買受業を営んでいる者は、同法の
施行の日（令和 8年 6月 1日）から起算して 3
月を経過する日（同年 8月31日）までに特定金
属くず買受業の届出を行うこととされているこ
と（同法附則 2）を踏まえ、同法の施行の日か
ら起算して 3月を経過する日の翌日（同年 9月
1日）から適用されます（改正消令附則 1四）。

3 　早期事業再生法の制定に伴う貸倒れの
範囲についての所要の整備

⑴　改正前の制度の概要
　事業者（免税事業者を除きます。）が、課税
資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の
債権（以下「売掛金等」といいます。）につき

更生計画認可の決定による切捨て等があったこ
とにより、その課税資産の譲渡等の税込価額の
全部又は一部の領収をすることができなくなっ
た場合には、その領収をすることができないこ
ととなった日の属する課税期間の課税標準額に
対する消費税額から、その領収をすることがで
きなくなった売掛金等に係る消費税額（その売
掛金等に110分の7.8（その売掛金等が軽減対象
課税資産の譲渡等に係るものである場合には
108分の6.24）を乗じて算出した金額をいいま
す。）の合計額を控除することとされています
（消法39①）。

⑵　改正の内容
　今般、経済的に窮境に陥るおそれのある事業
者の早期での事業再生の円滑化を図るため、
「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機
関等に対する債務の調整の手続等に関する法律
（令和 7 年法律第67号。以下「早期事業再生
法」といいます。）」が制定されました。同法に
おいては、経済産業大臣の指定を受けた公正な
第三者の関与の下で、金融機関等である債権者
の多数決（議決権の総額の 4分の 3以上の同意
等）及び裁判所の認可により、金融債務に限定
して、当該事業者の債務の権利関係の調整を行
うことができる手続が整備されることとなりま
した。
　これに伴い、他の事業再生手続と同様、早期
事業再生法の規定により権利変更決議の効力が
生じたことによる債権の切捨てがあったため、
課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の
領収ができなくなった場合についても、貸倒れ
に係る消費税額の控除の対象とすることとされ
ました（消規18一）。

⑶　適用関係
　上記の改正は、早期事業再生法の施行の日
（令和 8 年12月11日）から適用されます（改正
消規附則 1五）。
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4 　輸出として行われる資産の譲渡又は貸
付けに係る輸出証明書類の見直し

⑴　改正前の制度の概要
　消費税は、国内において消費される財貨やサ
ービスに対して税負担を求めていることから、
輸出されたことにより輸出した先の国（国外）
で消費される財貨や、国際通信、国際輸送など
輸出に類似する取引については、消費税を免除
することとしています（以下「輸出免税」とい
います。）。
　輸出免税の対象となる取引は以下の①から⑤
までに掲げるものがあり、輸出免税の適用を受
けるためには、一定の事項が記載された書類又
は帳簿を整理し保存することにより、①から⑤
までに該当する取引であることを証明すること
が必要となります（消法 7、消規 5）。
①　本邦からの輸出として行われる資産の譲渡
又は貸付け
②　外国貨物の譲渡又は貸付け
③　国内及び国内以外の地域にわたって行われ
る旅客若しくは貨物の輸送又は通信
④　専ら③に掲げる輸送の用に供される船舶又
は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理
⑤　①から④までに掲げる資産の譲渡等に類す
るもの
　このうち、①の本邦からの輸出として行われ
る資産の譲渡又は貸付け（船舶及び航空機の貸
付けを除きます。）である場合には、以下の書
類を保存することとされています（消規 5 ①
一・二）。
①　輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
である場合（20万円以下の郵便物としてその
資産を輸出した場合を除きます。）：次に掲げ
る書類
イ　その資産の輸出に係る税関長から交付を
受ける輸出の許可又は積込みの承認があっ
たことを証する書類
ロ　その資産の輸出の事実を税関長が証明し
た書類で、以下の事項が記載されたもの

・　その資産を輸出した事業者の氏名また
は名称及び住所若しくは居所又は事務所
等の所在地
・　その資産の品名並びに品名ごとの数量
及び価額
・　その資産の仕向地

②　輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
で、20万円以下の小包郵便物又は EMS郵便
物（以下「小包郵便物等」といいます。）と
してその資産を輸出した場合：次に掲げる書
類
イ　日本郵便株式会社から交付を受けたその
小包郵便物等の引受けを証する書類
ロ　その小包郵便物等に貼り付け、又は添付
した書類の写しで以下の事項が記載された
もの
・　その資産を輸出した事業者の氏名又は
名称及び住所等
・　その資産の品名並びに品名ごとの数量
及び価額
・　その小包郵便物等の受取人の氏名又は
名称及び住所等
・　日本郵便株式会社によるその小包郵便
物等の引受けの年月日

③　輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
で、20万円以下の通常郵便物としてその資産
を輸出した場合：日本郵便株式会社から交付
を受けたその通常郵便物の引受けを証する書
類で、その資産の品名並びに品名ごとの数量
及び価額を追記したもの

⑵　改正の内容
　上記のとおり、輸出として行われる資産の譲
渡又は貸付けについて輸出免税の適用を受ける
ためには、一定の書類を整理し保存する必要が
ありますが、近年、この輸出免税の制度を悪用
し、不正に還付を受けようとする事案が散見さ
れています。こうした事案においては、例えば
輸出取引を現金又は正規の金融機関以外での決
済手段（いわゆる地下銀行や取引所を介さない
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暗号資産による決済等）により決済した場合に
は、輸出証明書などの書類の保存が形式的にさ
れていたとしても、取引の相手方や取引価額な
どの取引実態を事後的に確認又は検証すること
ができず、申告の適正性を課税当局において確
認することが困難なケースが生じていました。
　このような状況を踏まえ、今般、課税の適正
化の観点から、事業者が輸出として行う資産の
譲渡又は貸付けに係る対価を、現金により、又
はその相手方が支払った事実が明らかでない方
法により受領する場合（以下「現金等により受
領する場合」といいます。）において、輸出免
税の適用を受けるときは、上記⑴①から③まで
に掲げる書類に加えて、その資産の仕向国にお
ける輸入許可書に相当する書類として国税庁長
官が指定する書類（以下「指定書類」といい、
電磁的記録を含みます。）を保存しなければな
らないこととされました（消規 5①一・二）。
　具体的には、「資産の譲渡又は貸付けに係る
対価を現金により受領する場合」とは、資産の
譲渡又は貸付けの相手方から直接又は代理人等
を介して対価を銀行券、政府紙幣又は硬貨によ
り受領すること（金融機関を介して振込により
対価を受領することは含まれません。）をいい、
また、「その対価をその相手方が支払った事実
が明らかでない方法により受領する場合」とは、
例えば、資産の譲渡又は貸付けの相手方以外の
者（保証人、連帯債務者その他の当該資産の譲
渡又は貸付けに係る対価につき支払義務を負う
ことが明らかな者を除きます。）から金融機関
を介して対価を受領する場合などのことをいい、
資産の譲渡又は貸付けの相手方から対価を受領
していることが金融機関等の記録により明らか
となっている場合は含まれません（消基通 7－
2－24）。
（参考）　一の資産の譲渡又は貸付けに関し、その

対価の一部であっても現金等により受領す

る場合は指定書類を保存する必要がありま

すが、契約等により、手付金等として対価

の一部を現金で受領する場合であって、対

価の大部分を現金等により受領する場合以

外の方法により受領する場合は、指定書類

を保存する必要はありません。また、資産

の譲渡又は貸付けに係る対価として暗号資

産交換業者を介さず暗号資産を受領する場

合や商品券を受領する場合のように現金以

外の決済手段をその決済手段の媒介等を業

とする事業者を介さず受領する場合は指定

書類を保存する必要がありますが、債権債

務の相殺（相殺する債務が資産の譲渡又は

貸付けの相手方に係るものであることが明

らかな場合に限ります。）により対価を受領

する場合は、指定書類を保存する必要はあ

りません。

　上記の指定書類は、消費税法施行規則第 5条
第 1項第 1号の規定に基づき国税庁長官が指定
する書類を定める件（令和 8年国税庁告示第 1
号）において、その資産の譲渡又は貸付けに係
る資産の仕向国における輸入の事実につき、そ
の仕向国における税関その他行政機関が証明し
た書類であって、下記①～⑤の事項が記載され
たもの又はその写しとされています。
①　税関その他行政機関の名称
②　その資産の輸入年月日
③　その資産の内容
④　その資産の金額
⑤　書類の交付を受ける者の氏名又は名称
　また、指定書類が次の理由により発行されな
い場合においては、それぞれ次の書類（指定書
類に係る上記①～⑤の記載事項を満たすものに
限ります。）を保存することにより、指定書類
を保存したものとして取り扱われることとなり
ます（消基通 7－ 2－26）。
・　仕向地が自由貿易地域であることにより輸
入の許可に係る手続が行われない場合……税
関その他行政機関に提出した輸入申告書の控
え
・　輸入の許可がその事実のみの通知である場
合……税関その他行政機関に提出した輸入申
告書の控え及び輸入許可済であることを証す
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る書類
・　郵便による輸出であって、仕向地において
郵便に関する条約に基づく税関告知書のみに
より通関される場合（その輸入に際し納付す
べき関税その他の公課があることにより通知
書等が交付される場合を除きます。）……当
該税関告知書又はその写し及び日本郵便株式
会社が提供する郵便追跡サービスにより取得
した郵便物の配達状況が記載された書類（資
産の譲渡又は貸付けの相手方に到達したこと
が明らかとなっているものに限ります。）

（注）　令和 7 年度税制改正において、外国人旅行

者向け消費税免税制度が、出国時に税関にお

いて持ち出しが確認された場合に免税販売が

成立するリファンド方式に見直されたことに

伴い、これまでの同制度において位置づけら

れていた「直送」による販売方式（外国人旅

行者等の一定の非居住者が免税対象物品を購

入する際に、輸出物品販売場で国際第二種貨

物利用運送事業者との間においてその免税対

象物品を輸出するための運送契約を締結して

その免税対象物品の引渡しを受け、かつ、そ

の場で免税対象物品をその国際第二種貨物利

用運送事業者（代理人を含みます。）に引き渡

した場合には、その譲渡に係る消費税を免税

とする免税販売手続をいいます。以下同じで

す。）については、引き続き輸出免税の制度に

より消費税を免除することができることとさ

れました（令和 8 年11月 1 日施行）が、この

輸出免税の制度により行う「直送」による販

売方式についても、上記の改正と同様に、そ

の対価を現金等により受領する場合について

輸出免税の適用を受けるためには、施行後に

おいて保存が必要とされている書類等に加え

て、上記指定書類を保存しなければならない

こととされました（消規 5①三）。

⑶　適用関係
　上記の改正は、令和 8年10月 1 日以後にする
輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けにつ

いて適用し、同日前にした輸出として行われる
資産の譲渡又は貸付けについては、なお従前の
例によることとされています（改正消規附則 1、
2）。

5 　国内に所在する不動産に関する役務の
提供に対する課税の見直し

⑴　改正前の制度の概要
　国内において非居住者に対して行われる役務
の提供は、当該役務の提供を受ける者が国外に
所在することから、国内に所在する資産に係る
運送又は保管、国内における飲食又は宿泊及び
これらに準ずるもので国内において直接便益を
享受するものを除き、輸出取引に類するものと
して消費税を免除することとされています（消
法 7 ①五、消令17②七）。このため、国内に所
在する不動産（不動産の上に存する権利を含み
ます。以下同じです。）の売買、交換又は貸借
の代理又は媒介について非居住者に対して行わ
れるものは、消費税を免除することとされてい
ます（注）。同様に、鉱業権や租鉱権、漁業権
など、一定の区域から独占的あるいは優先的に
一定の資源を取得する権利についても、その譲
渡や貸付けが非居住者に対して行われる場合に
は、その消費税を免除することとされています
（消法 7①五、消令17②六）。
（注）　国内に所在する不動産の管理業務に係る役

務の提供については、非居住者に対して行わ

れる場合であっても、当該役務の提供により

国内において直接便益を享受するものである

ものとして、輸出取引に類するものには該当

しないこととされており、消費税は免除され

ません（消令17②七ハ）。

⑵　改正の内容
　国外へ持ち出すことができない資産である不
動産に係る役務の提供については、当該不動産
が所在する国内において当該役務の提供の効果
が帰属するものであると考えられます。また、
当該役務の提供については、諸外国においても
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基本的に不動産の所在国において付加価値税等
が課されており、また、消費税が課税される国
内の居住者との間で課税上の不均衡が生じてい
ることも鑑み、国内に所在する不動産に関する
役務の提供については、非居住者に対して行わ
れる場合であっても、輸出取引に類するものに
は該当しないものとして、その消費税は免除し
ないこととされました（消令17②七ロ）。また、
鉱業権等の一定の場所に紐づいて行使できる権
利の非居住者に対する譲渡及び貸付けについて
も同様に、輸出取引に類するものには該当しな
いものとして、その消費税は免除しないことと
されました（消令17②六）。
（参考）　本改正に付随して、漁業権及び入漁権に

ついて、その内外判定基準の規定が整備さ

れました。

　漁業権は、一定の区域において一定の行

為をする権利であり、土地に関する規定を

準用することとされていますが（漁業法77

①）、その内外判定基準は、「その権利に係

る事業を行う者の住所地」とされていました。

他方、権利の性格は、上記のとおり、「その

権利に係る区域の所在地」で内外判定を行

うこととされている鉱業権等の権利と類似

しています。また、入漁権についても、土

地に関する規定を準用する旨の規定は法令

上置かれていませんが、国税徴収法第68条

（不動産の差押の手続及び効力発生時期）の

適用を受けるほか、他人の漁業権の内容を

営む権利とされています。

　以上の権利の性質を踏まえ、漁業権及び

入漁権に係る内外判定基準は、「その権利に

係る事業を行う者の住所地」から、「その権

利に係る区域の所在地」へ見直しが行われ

ました（消令 6①四）。

⑶　適用関係
　上記の改正は、令和 8年10月 1 日以後に行わ
れる役務の提供について適用されますが、同年

3月31日までに締結した契約に基づいて行われ
る役務の提供については、なお従前の例による
こととされています（改正消令附則 2）。

6 　専修学校における専攻科の設置に伴う
非課税範囲の見直し

⑴　改正前の制度の概要
　消費税は、国内における消費一般に対して広
く公平に負担を求める税であり、原則として全
ての財貨・サービスの国内における販売、提供
などをその課税対象としていますが、社会政策
的な配慮から、学校教育法に規定する学校を設
置する者が当該学校における教育として行う役
務の提供や、同法に規定する専修学校を設置す
る者が当該専修学校の高等課程、専門課程又は
一般課程における教育として行う役務の提供
（授業料、入学金及び施設設備費等）について
は、これらの役務の提供に係る消費税が非課税
とされています（消法別表 2十一イ・ロ）。

⑵　改正の内容
　今般、学校教育法の一部を改正する法律（令
和 6年法律第50号）により学校教育法が改正さ
れ、令和 8年 4月 1日より、専修学校（修業年
限が 2年以上であることその他の文部科学大臣
の定める基準を満たす専門課程を置くものに限
ります。以下同じです。）には、継続してより
専門的かつ実践的な教育を受けられる環境等の
整備及び職業教育の充実を図る目的から、専攻
科を設置できることとされました（学校教育法
125の 2 ①）。
　この改正に伴い、消費税が非課税とされる役
務の提供の範囲に、専修学校の専攻科における
教育として行う役務の提供を加えることとされ
ました（消法別表 2十一ロ）。

⑶　適用関係
　上記の改正は、令和 8年 4月 1日から適用さ
れています（改正法附則 1）。
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7 　貯留権等の調整対象固定資産の範囲へ
の追加等

⑴　改正前の制度の概要
　課税事業者が行った課税仕入れのうち、一定
の固定資産に係るものについては、その固定資
産が長期にわたって使用されることから仕入れ
時の現況で税額控除額を確定することが適当で
ない場合があることを考慮し、①課税売上割合
が著しく変動した場合（消法33）、②固定資産
を課税業務用から非課税業務用に転用した場合
（消法34）、③固定資産を非課税業務用から課税
業務用に転用した場合（消法35）には、一定の
方法によりそれ以後の課税期間において仕入控
除税額を調整することとされています。このよ
うな調整の対象となる資産を「調整対象固定資
産」といいますが、具体的には棚卸資産以外の
資産で、建物、構築物、機械及び装置等のほか
鉱業権その他の無形固定資産が該当します（消
法 2①十六、消令 5）。

⑵　改正の内容
　今般、二酸化炭素の貯留事業の健全な発達等
を図るとともに、公共の安全を確保するため、
二酸化炭素の貯留事業に係る許可制度及び貯留
権の創設、貯留事業における保安の確保のため
に必要な措置の義務付け、二酸化炭素が貯蔵さ
れた事業場の長期的な管理のための制度の整備、
導管輸送事業に係る届出制度の創設等の措置を
講ずることを目的として、二酸化炭素の貯留事
業に関する法律（令和 6 年法律第38号。以下
「二酸化炭素貯留事業法」といいます。）が制定
されました。二酸化炭素貯留事業法においては、
貯留区域内の貯留層における貯留事業（二酸化
炭素を貯留層に貯蔵する事業をいいます。以下
同じです。）の用に供する貯留等工作物をその
貯留区域に設置し、及び運用し、並びにその貯
留層に二酸化炭素を貯蔵する権利として「貯留
権」が定められるとともに、試掘区域における
試掘の用に供する貯留等工作物をその試掘区域

に設置し、及び運用し、並びにその試掘区域に
おいて試掘を行う権利として「試掘権」が定め
られました。
（注 1）　貯留区域とは、貯留層の全部又は一部を

その区域に含む地下の一定の範囲における

立体的な区域であって、貯留事業の用に供

するものをいい、貯留層とは、その内部及

び周辺の地層の温度、圧力その他の性質が

二酸化炭素の安定的な貯蔵に適している地

下の地層をいい、貯留等工作物とは、坑井、

掘削用機械、圧送機、配管その他の工作物

及びこれらの附属設備であって、貯留事業

又は試掘の用に供するものをいいます（二

酸化炭素貯留事業法 2①③⑥）。
（注 2）　試掘区域とは、地下の一定の範囲におけ

る立体的な区域であって、試掘の用に供す

るものをいい、試掘とは、地下の地層が貯

留層に該当するかどうかを調査するため、

その地層を掘削すること（その地層を構成

する砂岩その他の岩石を採取することを含

み、その地層における二酸化炭素の貯蔵を

伴わないものに限ります。）をいいます（二

酸化炭素貯留事業法 2④⑤）。

　上記の貯留権及び試掘権は、二酸化炭素貯留
事業法により物権とみなされ（二酸化炭素貯留
事業法33）、また、譲渡等の目的となることが
できる（二酸化炭素貯留事業法34）ことから、
鉱業権等の無形固定資産と同様に調整対象固定
資産の範囲に加える（消令 5八ロ）ほか、これ
らの権利が貯留区域又は試掘区域において生ず
るものであることを考慮し、これらの権利の譲
渡等が国内で行われたかどうかは、これらの権
利に係る貯留区域又は試掘区域の所在地により
判定することとされました（消令 6①四）。
　なお、試掘権については、上記（注 2）のと
おり、その地層を構成する砂岩その他の岩石を
採取することを含む権利とされていることから、
既に調整対象固定資産の対象とされている「採
石権その他土石を採掘し、又は採取する権利」
との重複を排除するための規定の整備が行われ
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ています。
（注 3）　上記の改正のうち、試掘権に係る部分に

ついては、二酸化炭素貯留事業法のうち試掘

権に関する規定の施行に合わせて、「二酸化炭

素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴

う関係政令の整備に関する政令（令和 6 年政

令第342号）」において措置され、令和 6 年11

月18日から適用されています。

⑶　適用関係
　上記の改正は、試掘権に係る部分を除き、二
酸化炭素貯留事業法の施行の日（令和 8年 5月
22日）から適用されています（改正消令附則 1
二）。

8 　国税犯則調査手続の見直しに伴う罰則
規定の整備

⑴　改正前の制度の概要
　国税に関する犯則事件の調査及び処分につい
ては、国税庁、国税局又は税務署の当該職員
（国税に関する犯則事件の調査及び処分を行う
事務に従事している者に限ります。以下「当該
職員」といいます。）が行うこととされていま
すが、内国消費税の課税物品の輸入に係る犯則
事件の調査及び処分については、税関職員が犯
則事件の証拠等を発見する可能性が高いこと、
関税の犯則事件と同一の物品を対象とすること
が多く、関税法違反と消費税法等違反の罪とが、
観念的競合の関係にあるような事案が多いこと
を踏まえ、税関長又は税関職員を当該職員とみ
なして国税通則法第11章に規定する犯則事件の
調査及び処分に係る規定を適用することとされ
ています（旧輸徴法26①）。

⑵　改正の内容
　刑事手続等の円滑化・迅速化及びこれに関与
する国民の負担軽減を図るため、「情報通信技
術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一
部を改正する法律（令和 7 年法律第39号）」に
より刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）が改

正されました。
　これに伴い、国税犯則調査手続についても、
刑事手続のデジタル化との一体性に配慮しつつ、
犯則事件を調査するために必要があるときは、
電磁的記録提供命令をできることとするなど、
国税通則法の見直しが行われました。
　上記の電磁的記録提供命令の創設に伴い、命
令違反に対する罰則規定（違反した者は 1年以
下の拘禁刑又は300万円以下の罰金）（国税通則
法127の 2 ）も創設されましたが、改正前の輸
徴法第26条第 1項の規定では、当該罰則規定を
含めた犯則事件の調査及び処分に係る罰則規定
の適用関係が不明確であったことから、税関職
員が行う内国消費税の犯則調査についても、そ
の罰則規定が適用されることを明確化するため
の規定の整備が行われました（輸徴法26①）。

⑶　適用関係
　上記の改正は、令和 9年10月 1 日から施行さ
れます（改正法附則 1七ホ）。

9 　身体障害者用物品の指定

⑴　改正前の制度の概要
　消費税においては、身体障害者の使用に供す
るための特殊な性状、構造又は機能を有する一
定の身体障害者用物品の譲渡、貸付け等が非課
税とされています（消法別表 2十）。
　非課税となる身体障害者用物品とは、具体的
には義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、
人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者
の使用に供するための特殊な性状、構造又は機
能を有する物品として内閣総理大臣及び厚生労
働大臣が財務大臣と協議して指定するものをい
い、49品目が厚生労働省の告示により指定され
ています（消令14の 4 、平成 3年厚生省告示第
130号）。

⑵　改正の内容
　今般の改正では、既に非課税物品に指定され
ている物品で個別製品名が掲げられているもの
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について、バージョンアップ等に伴う所要の改
正が行われています。

⑶　適用関係
　上記の改正は、令和 8年 4月 1日から適用さ
れています（令和 8年内閣府・厚生労働省告示
第 1号）。
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